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平成 25 年度 環境標語入選作品 

 

 

［大人の部］ 

ごみゼロに！ まずはマイ箸 マイバッグ      金子 和之 

水きって 捨てるゴミまで ダイエット       徳能 亜希 

家族から 世界へつなごう リサイクル       前田 美也子 

ごみゼロの きれいな高知で おもてなし      森澤 由紀 

再利用 子どもと学んで 再確認          山田 洋介 

 

 

 

［子どもの部］ 

リサイクル 未来へつなぐ かけはしだ     朝倉小学校４年    伊藤 三琴 

市みんの「わ」 協力すれば ゴミへるよ    旭小学校４年     今井 梨湖  

高知市を 今も未来も ゴミゼロに       介良小学校４年    岡田 安優 

ゴミゼロで きれいな高知市 ほこらしい    一ツ橋小学校４年   掛水 温太 

ゴミへらす 一人一人が ひと工夫       附属小学校４年    上村 咲季 

ごみゼロへ かけ橋作れ パッカー車      江陽小学校４年    川野 太郎 

分別は きれいな町の 設計図         春野東小学校４年   古味 栞 

ゴミべらし しぜんをまもる きみがいる    はりまや橋小学校４年 近藤 杏音 

みず切りと ぶんべつ守って ゴミべらし    第四小学校４年    近藤 沙樹 

しげんゴミ みらいにいかせ リサイクル    高須小学校４年    玉木 徳 

守ろうよ ごみ出しルール 五げんそく     昭和小学校４年    中司 桂太 

リサイクル だれもができる おもてなし    第六小学校４年    西川 果凛 

そぼからの くらしのちえが 今のエコ     一宮東小学校４年   橋本 悠 

「いいですよ」 むだな包装 おことわり    潮江東小学校４年   三浦 凛珠 

パッカー車 雨の日風の日 ありがとう     秦小学校４年     柳瀨 ここあ 

ごみのない きれいなまちが ぼくのゆめ    初月小学校４年    山本 拡図 
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第２章 事業の沿革と行政計画等 
１１１１    事業事業事業事業のののの沿革沿革沿革沿革    

(1)  ごみ処理事業 

 ○ 明治～戦中期 

本市におけるごみ処理事業は，かなり以前から行われており，汚物掃除法が制定された明治 33 年

（1900年）には巡視６名，運搬夫14名を置いていた記録がある。当時のごみは，肥料となるものは浦

戸町（現南はりまや町１丁目），農人町，菜園場，刎橋の移船場で農家に渡し，残りは柳原で焼却処理

していた。その後，大正６年には江ノ口に焼却場を設け，昭和５年には下知の丸池町に新様式の焼却場

をつくって移転した。 

この丸池町の焼却場は，戦中・戦後を通じて本市のごみ処理の基幹的施設として稼動した。 

  

○ 戦後～ 

   ア．収集 

    (ｱ) 可燃ごみ 

経済の高度成長に伴う都市部への人口集中と生活様式の多様化により増大するごみの排出量に

対応するため，昭和43年度を初年度とする「収集方法近代化３か年計画（総額5,248万円）」を策

定し，昭和45年度末から市内の一部を対象に，収集方法を戸別収集からダストボックスとポリ容

器による週２回ステーション方式に変更し，昭和47年度からはダストボックスを廃止して，全市

域を対象にポリ容器によるステーション収集を実施した。 

あわせて，昭和46年度からは，一般家庭のごみ収集手数料を無料とし，不燃物の分別収集も一

部開始した。 

その後，ポリ容器収集は，焼却，水切り，収集効率の面などで種々の問題が生じたため，昭和

54年度から丈夫な紙袋またはポリ袋による収集とした。 

また，収集日が全市的に整理されていなかったことによる不法投棄等の弊害も出てきたため，昭

和59年４月から地区割りを単純化し，収集の効率化及び都市の美化推進を図ることとした。 

平成９年11月からは，分別・減量・再資源化の促進を図るため，市内の量販店等に対する協力

依頼や町内会等への説明会を開催するなどの啓発活動に加えて，収集作業の安全性確保等を目的と

して，平成10年４月からごみ袋の「透明・半透明」化を一部試行し，従来の黒ごみ袋から，中身

の見える透明・半透明袋に切り替えた（平成11年４月から完全実施）。 

平成19年10月には，分別区分の見直しにより「生ごみ」から「可燃ごみ」と名称変更し，小型

のプラスチック製品等も収集することとした。 

 

(ｲ) プラスチック製容器包装 

プラスチックごみは熱量（カロリー）が高く，焼却処理する場合には，処理能力の低下や環境汚

染の原因となる。このことに対応し，また，焼却ごみを減らすために，昭和63年６月１日から三

里，大津，上街のモデル地区（全市の 8.3％の世帯，8.9％の人口）の協力を得て，週１回プラス

チック系ごみの分別収集を行った。 

その後，平成元年７月５日から主に市内東部12地区へ収集地区を拡大し，平成２年１月24日か

ら全市域での分別収集を開始した。 

平成13年 11月から「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」（以下「容

器包装リサイクル法」という。）の施行に対応し，それまでのプラスチックごみの分別区分の見直

しを行い，プラスチック製容器包装のみ週１回収集することとした。 

平成18年度に，（財）日本容器包装リサイクル協会（平成22年４月１日公益財団法人に移行）

へ引き渡しているプラスチック製容器包装の品質が悪かったため（汚れの付着，不適物の混入），
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その解決策として，汚れの落ちにくい物，落ちない物は可燃ごみと一緒に排出するよう周知すると

ともに，分別が不適正なごみ袋については警告文を貼り，ステーションに取り残し，啓発している。 

 

(ｳ) ペットボトル 

ペットボトルについては，平成10年９月から11月まで瀬戸地区の量販店でモデル収集を行い，

平成12年４月から市内量販店等における拠点回収方式による分別収集を開始した。回収物は，本

市独自のルートにより再資源化を実施している。  

なお，収集については従来，直営で行っていたが，平成24年４月から委託による収集に切り替

えた。 

  

(ｴ) 資源物・不燃ごみ・可燃粗大ごみ・水銀含有廃棄物 

昭和 46年度からテストケースとして，一部地区を対象にダストボックス（みどりの箱）による

月２回の不燃物収集を始めて以降，不燃物収集の対象世帯は増え，昭和 49 年度には約１万 9,000

世帯となった。また，ダストボックスの無設置地区に対しては，町内会単位の通報制により３～４

か月に１回の割合で不定期収集を行ってきたが，全市を対象に実施するには至らず，市民から実施

を望む声が大きくなった。 

そのため，全市を対象に200世帯を単位とする登録制にて収集することとし，昭和51年７月か

ら高知市再生資源処理協同組合（10 業者）の協力を得て，２か月に１回，全市的な資源・不燃物

の５種類分別収集を開始した（開始当初は273団体４万9,470世帯）。 

さらに，昭和53年度からは月１回収集に移行し，昭和59年１月から水銀含有廃棄物（乾電池，

蛍光灯，鏡，体温計，温度計）の収集を開始した。 

その後，埋立ごみを削減し，三里最終処分場の延命化を図るため，平成16年10月から，プラス

チック製品等，可燃性の素材が大半を占める物を焼却処理することとし，分別区分を変更した。 

なお，不燃雑ごみの収集については，従来，直営で行っていたが，平成17年11月から高知市再

生資源処理協同組合への委託に切り換えた。 

平成19年10月から大型のプラスチック製品やタンスなどの大型木製品などを「可燃粗大ごみ」，

埋め立てる廃棄物を「不燃ごみ」にそれぞれ名称変更し，飲料用紙パック及び家電品を分別区分に

追加した。 

平成22年 10月から，従来不燃ごみとしていたかさを金属類として資源回収を始め，平成23年

３月から雑がみを資源物に追加した。 

現在は，資源物，不燃ごみ，可燃粗大ごみ，水銀含有物と区分し収集している。（(ｲ)プラスチッ

ク製容器包装の項目を参照。） 

また，平成24年４月に，「高知市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」の一部を改正（平

成24年７月１日施行）し，市及び市から委託を受けた者以外の者が，ステーションに置かれた資

源物等を収集運搬することを禁止した。 

 

(ｵ) 収集体制 

収集体制については，ごみ収集業務の効率化を図るため，昭和53年７月，市の中心部に清掃車

の車庫と事務所である「高知市クリーンセンター」を設置し，８月から旧宇賀清掃工場の収集部門

が，続いて昭和54年12月には大谷清掃工場の収集部門がそれぞれ移転して全車両を集結し，より

効率的な収集業務を可能とした。 

 

イ．処理 

    (ｱ) 焼却処理 

焼却処理については，昭和37年に朝倉大谷清掃工場，昭和42年に旧宇賀清掃工場を新設したこ

とにより，同年４月丸池町の焼却場を閉鎖した。 
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また，昭和47年３月31日には総工費約７億円を投じた菖蒲谷清掃工場が完成し，旧宇賀清掃工

場を昭和50年度をもって廃止して後は，大谷，菖蒲谷両清掃工場で焼却処理を行ってきた。 

その後，昭和52年７月から旧宇賀清掃工場用地内に新たな清掃工場の建設を進め，昭和55年３

月に完成し，５月から性能試験を，10 月から本格運転を開始した。この宇賀清掃工場は全連続燃

焼式焼却炉で，施設規模は 450ｔ/24ｈ（150ｔ/24ｈ×３基）であった。この工場の本格運転に伴

い可燃ごみは全量焼却処分が可能となり，平成14年度に廃止されるまでの間，本市の基幹的施設

として機能した。 

なお，大谷清掃工場は建設以来17年余を経て老朽化したため，昭和54年12月に閉鎖し，菖蒲

谷清掃工場も昭和55年10月から運転を休止した。 

ごみの量は依然として増え続ける傾向にあり，ごみ排出量の予測から平成14年度で可燃ごみの

全量焼却が限界に達すると見込まれたことに加え，生活様式の多様化に伴うごみ質の変化や宇賀

清掃工場の老朽化もあり，事態は深刻化していた。 

そこで，安定的なごみ処理の継続や，平成14年12月から適用されるダイオキシン類の排出規制

にも対応するため，平成 10～13 年度までの４か年計画で新たな清掃工場の建設を進め，平成 13

年11月からの性能試験を経て，平成14年3月に高知市清掃工場として完成した（宇賀清掃工場は

同年４月から休止した。）。 

同工場は，全連続燃焼式焼却炉で，施設規模は600ｔ/24h（200ｔ/24ｈ×３基）であり，灰溶融

炉 80ｔ/24h（40ｔ/24h×２基）を備え，焼却灰などを溶融固化し，建設資材等への再利用を図っ

てきた。平成15年３月には経済産業省の新エネルギーバイオマス発電工場として認定を受けてお

り，ごみ焼却時の熱エネルギーを活用し，発電を行い，工場内や併設する余熱利用施設「ヨネッツ

こうち」で有効利用するとともに，余った電気を電気事業者に売却している。このようなかたちで

地球温暖化防止にも貢献するとともに，焼却灰・飛灰の溶融固化や焼却灰のセメント原料化，飛灰

の山元還元による再資源化等の取組により，平成19年度には，ゼロ・エミッションを達成してい

る。 

また，平成16～18年度までの３か年で宇賀清掃工場工場棟の解体並びに解体後の跡地整備を実

施し，既に稼働している清掃工場及び「ヨネッツこうち」を含む清掃工場の敷地全体「エコ・パー

ク宇賀」が緑地公園として完成し，平成19年４月から一般に開放している。  

 

(ｲ) プラスチックごみの処理 

分別収集されたプラスチックごみは，菖蒲谷プラスチック減容工場（昭和55年10月から休炉し

ていた菖蒲谷工場を改造し平成元年度から稼働開始）にて1/40に圧縮・減容固化した後，三里最

終処分場で埋立処分を行っていた。 

ペットボトルについては，平成２年度から，プラスチックごみから手選別により回収・売却を開

始したが，汚れや回収量等の問題があり，平成10年９月から11月まで瀬戸地区の量販店でモデル

収集を行い，平成12年４月から市内量販店等における拠点回収方式による分別収集を開始し，本

市独自のルートにより再資源化を実施している。  

その後，容器包装リサイクル法施行に伴い，同工場の設備を圧縮梱包に変更し，平成 13 年 11

月以降は，（公財）日本容器包装リサイクル協会へ引き渡してプラスチック製容器包装の再商品化

を行っている。 

    

(ｳ) 最終処分 

昭和60年３月に完成した三里最終処分場については，浸出する汚水の処理施設を完備した埋め

立て容量23万㎥の最終処分地として，同年４月10日から埋立処分を行ってきた。 

その後，処分量が限界に近づいたことから，平成８年10月に31万8,000㎥に増量する延命化工

事を行うとともに，12 月には隣接地を取得し，拡張整備に取り組んだ。拡張整備分の埋立容量は

38 万㎥で，拡張前の処分地が平成 10 年 11 月に埋立完了したことを受けて，同月から整備が完了
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していた南側の１区画を部分的に供用開始し，全体工事は平成11年３月に完了した。 

なお，拡張整備分の埋立期間は約12年間を予定していたが，現在は埋め立てごみの減量化や再

資源化により，平成55年度（45年間）まで延長することを目標としている。 

 

  ウ．市町村合併に伴う収集・処理体制 

(ｱ) 収集 

平成17年１月１日に合併した鏡・土佐山地区のごみ収集について，合併後一定期間は，それぞ

れの地区において従前の分別区分及び収集体制を継続していたが，平成20年10月から土佐山地区

を，平成22年4月から鏡地区をそれぞれ直営収集（資源物は一部委託）に変更し，平成24年４月

からは，分別区分についても旧高知市と統一した。 

平成20年１月１日に合併した春野地区のごみ収集については，平成24年度まで従前の分別区分

（可燃ごみのみ）及び収集体制を継続していたが，平成25年４月から分別区分及び収集体制を旧

高知市と統一し，直営収集（資源物は一部委託）を行っている。 

 

(ｲ) 処理 

鏡・土佐山地区のごみ処理について，合併時から，高知市内の処理施設において行っている。春

野地区のごみ処理について，可燃ごみのみ平成24年度まで高知中央西部焼却処理事務組合の北原

クリーンセンター（土佐市）で焼却していたが，平成25年４月から処理体制を旧高知市と統一し

た。 

 

  エ．その他 

(ｱ) 散乱ごみ  

地域の自然環境や生活環境の保全，ポイ捨てごみのない清潔で美しいまちづくりを進めるため，

平成８年４月１日に「高知市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」を一部改正した。改正し

た条例には，自動販売機により飲料を販売する事業者に対して，回収容器の設置や適正管理の義務

づけや，特に美観の保護を図る必要のある区域を環境美化重点地域として指定し，当該地域内でた

ばこの吸い殻，チューインガムのかみかす，空き缶等（飲料用紙パックを含む）を捨てた者に，５

万円以下の罰金を課する規定を盛りこんだ。 

そして，平成８年７月31日に市内中心部を重点地域として告示，同年11月１日から指定した。 

また，平成14年10月からは「新緊急地域雇用放置廃棄物回収事業」の導入を契機に，ポイ捨て

禁止のＰＲ，パトロール，清掃活動を実施している。 

 

(ｲ) 特定家庭用機器廃棄物等 

平成13年４月から本格施行された「特定家庭用機器再商品化法」（以下「家電リサイクル法」と

いう。）に対応し，該当する家電製品の収集を取り止めた。また，小売業者が引き取る義務のない

家電製品について高知県電機商業組合に助成することで，同組合加盟の小売店が全量引き取る協定

を締結した。 

さらに，平成15年10月１日からはメーカー等による「家庭系パソコン」のリサイクルに対応し

た。 

 

(ｳ) 条例等 

排出量を抑制し，分別収集，再生利用の徹底などを推進していくことを基本にした「廃棄物の処

理及び清掃に関する法律」（以下「廃棄物処理法」という。）が平成４年７月改正施行され，本市も，

これを受けて平成６年１月１日に「高知市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」及び同施行規則を

全面改正し，「高知市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」及び同施行規則として施行した。 

ごみ処理手数料については，平成８年の改定から据置きとなっていたが，処理原価に占める収入
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の比率が年々低下している状況から，平成16年７月１日に急激な値上げに配慮しつつ，原価を考

慮した引上げを行い，平成19年４月１日からは原価に見合う新料金を適用した。 

 

(ｴ) 産業廃棄物及び広域的な取組 

本市は，平成10年４月より中核市へ移行したことに伴い，高知県から産業廃棄物についての事

務権限が委譲され，一般廃棄物と併せて総合的な廃棄物行政に取り組むこととなったが，産業廃棄

物処理については従前から一定の役割を担ってきた。 

具体的には，(財)高知県医療廃棄物処理センター（高知県主体に平成４年７月１日設立）及び（財）

エコサイクル高知（高知県，県内市町村，建設業界，廃棄物処理業界等，関係団体により平成６年

４月19日設立，平成25年４月１日公益財団法人に移行）に出捐を行い，産業廃棄物の適正処理の

推進に努めてきた。その後，平成23年１月に，（財）高知県医療廃棄物処理センターは，（財）エ

コサイクル高知と合併した。 

なお，医療系産業廃棄物の処理については，高知市内で発生する医療廃棄物を中心に焼却処理を

行っていたが，平成12年11月６日，焼却炉排ガス中のダイオキシン類濃度の調査結果が，排出基

準値の約 6.4 倍の 510ng－TEQ／m3N あることが判明したことから，11 月７日に焼却施設の操業を

一旦停止し，平成15年７月末に完成したマイクロウェーブ熱処理施設での滅菌処理後，民間処理

施設で焼却を行うこととした。その後，平成23年10月に日高村に，産業廃棄物処理施設であるエ

コサイクルセンターが完成し，医療廃棄物については，引き続きマイクロウェーブ処理による滅菌

処理，民間処理施設での焼却を行った後，残渣をエコサイクルセンターにて埋立処分している。 

また，循環型社会の形成に向けた取り組みとして，エコタウン計画の推進や（公財）高知県魚さ

い加工公社の運営に協力を行っている。 

 

(ｵ) その他 

事業所ごみの減量・リサイクルの推進を目的として，平成４年11月に官公庁，会社，商店など

を会員事業所とする「高知クリーン推進会」が結成され，平成４年度から資源物の共同回収を実施

している。ＯＡ用紙回収事業によって収益が生じた場合は，再生トイレットペーパーなどの形で会

員事業所に還元するようにしている。 

家庭系生ごみの減量を推進するため，平成７年度に生ごみ処理容器による堆肥化実験を市民 37

名により実施し，１年間で１世帯当たり約240㎏の減量に成果があり，かつ，ごみに対する意識が

高まることが分かった。 

この結果を受け，平成８年８月から，生ごみ処理容器に対する購入補助を行っている（平成 15

年８月から20年３月まで「電動生ごみ処理機」の補助も行った）。 

さらに，市民から要望を受けて，地域においてごみの減量，分別収集の徹底等を推進する指導者

である高知市廃棄物減量等推進員を平成12年１月に設置し，町内会や資源・不燃物登録団体の代

表者等の中から，523名（当初設置時）を推進員として委嘱した。 
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 (2) し尿処理事業 

○ 収集 

し尿については，昭和20年代までは農作物の肥料として土壌に還元することが主であったが，都

市化の進展と農村における化学肥料の使用増加等により，都市における処理対策が求められるように

なってきた。 

本市においても昭和29年の清掃法施行に伴い清掃条例を制定し，海洋投棄を終末処理の第一義と

し，農家還元についても配慮していく方針を決定した。 

このことにより，中継槽１か所及び市の周辺地区にし尿槽４か所を設置し，市の施設は直営（し尿

車２台），一般家庭は民間許可業者（14台）による収集を行ってきた。 

その後，サービスの向上と料金の適正化を図るため，昭和40年１月より地区割制を実施するとと

もに，料金については，同年４月より従量制から従量制と人頭制の併用方式に改め，１か月１回の計

画収集に努めた。 

さらに，昭和43年の料金改定を機に計画収集の実施状況をチェックするため，各家庭へカードを

配布し，昭和46年９月からは一地区複数業者制，収集困難地域の直営化など収集体制の改善を図っ

た。 

しかしながら，市民の苦情を完全に解決することは困難であり，抜本的な解決策として民間の許可

業者制を廃止し，公共性の高い公社制を採用することとし，効率的かつ合理的な運営を目指して，昭

和50年２月に(財)高知市清掃公社(平成３年５月(財)高知市環境事業公社に名称変更，平成25年４月

公益財団法人に移行)を設立，４月から業務を開始した。 

公社設立後は，市の施設及び収集困難世帯については直営により，それ以外はすべて公社が収集に

当たってきたが，順次，公社収集へと移行し，昭和59年７月１日全面移管された。 

また, し尿の収集運搬手数料については，公社の収支状況を考慮して，高知市廃棄物の減量及び

適正処理等に関する条例を改正し，平成８年１月１日から一定の引き上げを行うとともに，収集費用

等を勘案し，下水道処理区域（供用開始後約３年を経過した区域）内及び臨時収集の場合の特別収集

手数料を新設した。 

    

  ○ 終末処理 

終末処理については，昭和29年市有の海洋投棄船にて土佐湾沿岸に投入処分を開始後，48年海洋

汚染防止法施行令の一部改正により，し尿投入地点を土佐沖105カイリ(室戸沖75カイリ)へ移した。

その後，覚え書に基づき室戸沖85カイリへ投入処理を海運会社に委託して行ってきた。 

また，昭和49年度に本市周辺９市町村による高知中央地区衛生事務組合を設立し，陸上処理施設

の建設に努力を重ねてきたが，諸種の事情により同組合は解散することとなった。 

このため，本市独自の陸上処理施設の建設を目指し，昭和53年10月，清掃部に清掃施設建設事務

所を発足させ,立地条件について総合的な分析・検討を行った。 

その結果，昭和54年９月に介良，五台山にまたがる地区を最適地と決定した。以来,約２年間にわ

たり説明会や先進施設の視察等を行い，地権者をはじめ関係住民の理解と協力により昭和56年９月

に用地買収手続を完了，10月６日，国の認証決定を得て，工事に着手した。 

そして，昭和58年12月12日に陸上処理施設の試運転調整を開始し，東孕し尿中継場より生し尿

の圧送を行う一方，昭和59年１月23日の出港を最後に約30年続けたし尿海洋投棄に終止符を打つ

こととなった。終末施設は, 390kℓ/日の処理が可能な陸上処理施設,東部環境センターとして，昭和

59年７月１日から本格稼働を開始し，現在に至っている。 

なお，東孕し尿中継場は施設の老朽化や収集量の減少等により，平成 18 年度末で廃止し,19 年７

月に陸上部分を民間へ売却した。 
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ⅠⅠⅠⅠ．．．．ごみごみごみごみ処理計画処理計画処理計画処理計画    

ⅡⅡⅡⅡ．．．．しししし尿処理計画尿処理計画尿処理計画尿処理計画    

ⅢⅢⅢⅢ．．．．広域連携広域連携広域連携広域連携でででで進進進進めるめるめるめる取組取組取組取組    

２２２２    一般廃棄物処理基本計画一般廃棄物処理基本計画一般廃棄物処理基本計画一般廃棄物処理基本計画    

(1)  概要 

廃棄物処理法第６条第１項の規定に基づき，本市が長期的・総合的な視点に立って，一般廃棄物の減量，

再生利用及び適正処理を総合的に推進していくための基本的事項を定めており，一般廃棄物行政を進めて

いく上での基本方針となっている。 

平成７年１月に第１次一般廃棄物処理基本計画(計画期間15年)を策定し，その後，平成12年６月の循

環型社会形成推進基本法の制定とともに，各種廃棄物・リサイクル関連法の整備等を踏まえて，より一層

環境への負荷の少ない資源循環型の環境都市の実現を目指していくため，平成15年３月に第２次一般廃棄

物処理基本計画を策定した。第２次計画は，第１次計画の内容（減量化，適正処理の確保や処理施設の整

備）に加え，循環型社会の実現に向けて，一般廃棄物の発生抑制や再使用，再生利用等による循環的な利

用，環境負荷の少ない適正な処理を基本とした取組を推進する内容となっている。平成17年１月１日の鏡

村・土佐山村との合併により変更となる部分について，平成18年２月に一部改訂を行った。 

第２次計画実施期間中の大きな傾向として，全国的なごみ排出量の減少があげられる。この要因として

は，各種リサイクル法の整備による再生利用制度等，循環型社会構築に向けた取組が社会に浸透してきた

ことや，環境保全に関する国民的な意識の高まり等が考えられる。こうした変化を踏まえ，国は平成 20

年３月に「第２次循環型社会形成推進基本計画」を策定し，平成22年３月には「廃棄物処理法に基づく基

本方針」も変更され，その中で，低炭素社会や自然共生社会に向けた取組と統合した「持続可能な社会」

の構築をめざすことが提唱されるとともに，廃棄物の減量や再生利用に向けた新たな目標値の設定等が行

われた。 

本市においても，全国と同様にごみ排出量について，全体量及び一人あたり量ともに減少傾向がみられ

るが，鏡村・土佐山村（平成17年１月），春野町（平成20年１月）と合併したことによる市域の拡大やご

み処理方式の統一，また，長期的に進展していくと予想される少子高齢化の影響等による人口減少等に対

応しながら，今後とも一般廃棄物の市域内処理を基本に安定した廃棄物処理を行っていくため，平成 25

年３月に第３次一般廃棄物処理基本計画を策定した。 

同計画は次のような構成となっている。 

 

 

【 計画の構成 】 
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(2) ごみ処理計画 

第３次高知市一般廃棄物処理基本計画に基づき，「環境負荷の少ない循環型社会の構築」を基本理

念とし，その実現に向けて３つの基本方針を定めている。 

 

 

【 計画の体系図 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本理念   環境負荷の少ない循環型社会の構築 

基本方針 

＜排出抑制目標＞                ＜リサイクル目標＞ 
一人１日あたりのごみ排出量(資源物となる物を除く)を      リサイクル率を平成34年度まで22％以上を維持します。 

平成34年度までに推計値に対して66ｇ以上削減，維持します。 

計画目標 

(1) ごみの発生抑制（リデュー

ス）や製品等の再使用（リユース）

への働きかけ，資源等の再生利用

（リサイクル）を積極的に推進し

ます。 

 

(2) ごみ処理過程での再資源

化・熱エネルギーの有効活用を推

進します。 

 

(3) 環境への負荷が少ない適

正処理を推進します。 

(1) 市・市民・事業者の役割 
 ① 市の役割  
 ② 市民の役割 
 ③ 事業者の役割 
 
(2) 排出抑制に関する施策 
① ごみ減量・リサイクルに関する啓発活動等 
の実施 

② 普及啓発冊子の充実や各種メディアの活用 
③ 総合的なごみ減量・リサイクル教育の推進 
④ 再生品等の利用促進 
⑤ 市民とのコミュニケーションの活性化 
⑥ 家庭での生ごみ減量の支援・促進 
⑦ 市民等の自主的活動の促進 
⑧ 事業者の自主的活動の促進 
⑨ 量販店等による自主回収の促進 
⑩ 事業所への適正処理の啓発・指導 
⑪ 不法投棄対策の強化 
⑫ 環境美化マナーの徹底 
⑬ 不法焼却禁止の啓発・指導 
⑭ 小型焼却炉の規制 

 

発生抑制に関する事項 

(1) 収集・運搬に関する施策 
 ① 市民によるステーション管理への支援  
 ② 市民サービスの向上を目指した収集・ 
  運搬体制の整備 
 ③ 引越しごみ等一時多量ごみへの対応 
 ④ 適正処理困難物への対応 
 ⑤ ごみ量の推移等に対応した効率的な 
  業務体制の確立 
 ⑥ 高知市クリーンセンターの施設整備 
 ⑦ 塵芥収集車への低公害車の導入 
 
(2) 中間処理に関する施策 
① 各種リサイクルの推進 
② 再資源化施設の整備計画 
③ プラスチック減容工場の整備計画 
④ 清掃工場の整備計画 
⑤ ダイオキシン類対策の推進 
⑥ 公害防止対策の推進 
⑦ ごみ発電・熱エネルギーの回収 

 
(3) 最終処分に関する施策 
 ① 最終処分場の整備計画 

リサイクルに関する事項 
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(3)  し尿処理計画 

  【 計画の体系図 】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)  広域連携で進める取組 

①  魚腸骨の再生利用の促進 

高知県内の魚腸骨の適正な再生利用を促進するため，県及び関係市町村，国等と連携しながら，（公

財）高知県魚さい加工公社の取組に引き続き協力する。 

 

②  産業廃棄物の減量と適正処理の促進 

産業廃棄物の排出事業者や処理業者に対して，排出事業者責任において適正な処理が行われるよう，

法令の周知徹底と不法投棄等に関する指導啓発の強化に努める。 

また，本県においての適切な産業廃棄物処理体制を確立し，あわせてその減量化並びに資源化，再

利用等を進めるため，（公財）エコサイクル高知の運営に携わっていく。 

 

③ 医療廃棄物の適正処理の促進 

県内で発生する医療廃棄物の適正処理を促進するため，（公財）エコサイクル高知の運営に携わっ

ていく。 

 

３３３３    そのそのそのその他他他他のののの行政計画等行政計画等行政計画等行政計画等    

(1)  一般廃棄物処理実施計画 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第６条第１項及び同法施行規則第１条の３の規定に基づき，毎年

度策定している。 

 

(2)  廃棄物循環型社会基盤施設整備事業計画 

一般廃棄物処理基本計画を具体的に実施するために，平成８年11月に策定した。 

 

(3)  容器包装一般廃棄物分別収集計画 

容器包装リサイクル法に基づき策定し，３年に一度見直している。 

第１期 高知市容器包装分別収集計画（平成８年11月策定） 

第２期 高知市容器包装分別収集計画（平成11年７月策定） 

第３期 高知市容器包装分別収集計画（平成14年６月策定） 

第４期 高知市容器包装分別収集計画（平成17年６月策定） 

第５期 高知市容器包装分別収集計画（平成19年６月策定） 

第６期 高知市容器包装分別収集計画（平成22年６月策定） 

第７期 高知市容器包装分別収集計画（平成25年６月策定） 

し尿・浄化槽汚泥の適正処理の推進 

安定的なし尿・浄化槽汚泥の収集の継続実施 

し尿・浄化槽汚泥処理施設の適切な運用 

合併処理浄化槽の普及促進 

(1) 安定的なし尿・浄化槽汚泥の収集の継続実施に関する施策 
  ① 安定的かつ効率的なし尿・浄化槽汚泥の収集の実施と検討 

(2) し尿・浄化槽汚泥処理施設の適切な運用に関する施策 

① 処理施設の適切な維持管理の実施 
② 処理後の汚泥，放流水の有効利用 

(3) 合併処理浄化槽の普及促進に関する施策 

① 合併処理浄化槽の設置促進 



４ 15組織の変遷

２ 13

３ 14職員の配置状況

事務分掌

第３章　組織・人員

１ 12機構
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第３章 組織・人員 
 

１１１１    機機機機    構構構構（平成 25 年４月１日現在） 

 

             環境政策課環境政策課環境政策課環境政策課    

                                                                                                                                                                                        

             新エネルギー推進課  

 

             環境保全課         環境保全係  

                           生活排水係  

                           墓地管理係  

                        

             廃棄物対策課廃棄物対策課廃棄物対策課廃棄物対策課                                        

                                                                                    

             みどり課          管理係  

                           施設建設係  

                           アニマルランド  

 

             環境業務課環境業務課環境業務課環境業務課                管理係管理係管理係管理係 

                           相談相談相談相談サービスサービスサービスサービス係係係係    

                           第一業務係第一業務係第一業務係第一業務係    

                           第二業務係第二業務係第二業務係第二業務係    

環環環環    境境境境    部部部部                       第三業務係第三業務係第三業務係第三業務係 

                           第四業務係第四業務係第四業務係第四業務係    

 

             清掃工場清掃工場清掃工場清掃工場                管理係管理係管理係管理係    

                                                                                                            搬入指導搬入指導搬入指導搬入指導係係係係    

                                                                                                            保全管理係保全管理係保全管理係保全管理係    

                                                                                                            設備管理係設備管理係設備管理係設備管理係    

                                                                                                            第一運転管理係第一運転管理係第一運転管理係第一運転管理係    

                                                                                                            第二運転管理係第二運転管理係第二運転管理係第二運転管理係    

                                                                                                            第三運転管理係第三運転管理係第三運転管理係第三運転管理係    

                                                                                                            第四運転管理係第四運転管理係第四運転管理係第四運転管理係    

                                                                                                            第五運転管理係第五運転管理係第五運転管理係第五運転管理係 

 

             東部環境東部環境東部環境東部環境センターセンターセンターセンター                

                                                                                                                

                                                    春野環境春野環境春野環境春野環境セセセセンターンターンターンター    

 

※ 太字太字太字太字のののの課課課課がががが清掃関係清掃関係清掃関係清掃関係をををを担当担当担当担当    

 



２２２２　　　　事務分掌事務分掌事務分掌事務分掌（清掃関係課）

(1)　環境の保全の企画及び調整に関すること。

(2)　廃棄物処理の企画及び調整に関すること。

(3)　廃棄物処理用地等の取得に関すること。

(4)　自然環境及び鳥獣の保護に関すること。

(5)　植物の保護に関すること。

(6)　みどりの募金に関すること。

(7)　新エネルギー推進課，環境保全課，廃棄物対策課及びみどり課の財務に関すること。

(8)  部内事務の総括に関すること。

(9)  部の庶務に関すること。

(10) 部内の調整及び部内他課の所管に属さない事項に関すること。

(1)　廃棄物の不法投棄に関すること。

(2)　産業廃棄物の排出事業者に対する指導及び監督に関すること。

(3)　産業廃棄物処理業・処理施設の許可並びに指導及び監督に関すること。

(4)　一般廃棄物処理業・処理施設の許可並びに指導及び監督に関すること。

(5)　使用済自動車の再資源化等に関する法律に関すること。

(6)　建設工事に係る資材の再資源化等に関すること。

(7)　ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に関すること。

(8)　環境美化の促進に関すること。

(9)　廃棄物の減量及び再資源化に関すること。

(10）廃棄物の減量及び適正処理等の啓発及び情報提供等に関すること（春野環境センターの所管するものを除く。）。

(11) 一般廃棄物処理システムの調査及び研究に関すること。

(12) エコタウン事業に関すること。

(1)　廃棄物（し尿を除く。以下この項において同じ。）処理事業の指導管理に関すること。

(2)　廃棄物の収集及び運搬に関すること。

(3)　町内美化活動の支援に関すること。

(4)　廃棄物の不法投棄の防止，指導及び処理に関すること。

(5)　廃棄物の処理に係る手数料の徴収に関すること。

(6)　廃棄物適正処理等に関する指導育成に関すること。

(7)　高知市クリーンセンター及び同センターに付随する施設に係る用地の取得及び財産の維持管理に関すること。

(8)　自動車等の維持管理に関すること。

(1)  廃棄物（し尿を除く。以下この項において同じ。）の搬入指導・監督及び焼却処理に関すること。

(2)  廃棄物の処理に係る手数料の徴収に関すること。

(3)  高知市清掃工場（以下この項において「工場」という。）及び工場に関連する施設の管理並びに技術的研究に関すること。

(4)  工場に係る排気，排水等の検査及び測定分析並びに公表に関すること。

(5)  工場の整備に係る工事の設計施工及び監督に関すること。

(6)  清掃施設の技術的調査研究及び技術援助に関すること。

(7)　エコ・パーク宇賀及び，ヨネッツこうちに関すること。

(8)  地元対策に係る諸調整に関すること。

(9)  工場及び工場に関連する施設に係る用地の取得及び財産の維持管理に関すること。

(1)  廃棄物処理施設（清掃工場の所管に属するものを除く。以下同じ。）の整備計画及び技術的管理に関すること。

(2)  廃棄物処理施設整備に係る工事の設計施工及び監督に関すること。

(3)  廃棄物（し尿を除く。）の埋立処分計画及び埋立業務に関すること。

(4)  し尿及び浄化槽汚泥の収集・運搬業者の許可及び指導・監督に関すること。

(5)  し尿及び浄化槽汚泥の処理計画及び処理業務並びに委託業者の指導・監督に関すること。

(6)  廃棄物処理施設の技術的研究に関すること。

(7)  廃棄物処理施設に係る排気，排水等の検査，分析，測定に関すること。

(8)  地元対策に係る諸調整に関すること。

(9)  廃棄物の処理に係る手数料の徴収に関すること。

(10) 東部環境センター所管のスポーツ施設の受付に関すること。

(11) 東部環境センター及び同センターに付随する施設に係る用地の取得及び財産の維持管理に関すること。

(12) 三里最終処分場及び春野最終処分場の財産の維持管理に関すること。

(1)  廃棄物（し尿を除く。以下この項において同じ。）の処理に係る手数料の徴収に関すること。

(2)  高知市春野清掃センター及び同センターに付随する施設の管理及び財産の維持管理に関すること。

(3)  春野地区の廃棄物の減量及び適正処理等の啓発及び情報提供等に関すること。

(4)  地元対策に係る諸調整に関すること。

春
野
環
境

セ
ン
タ
ー

環
境
政
策
課

清
掃
工
場

東
部
環
境
セ
ン
タ
ー

廃
棄
物
対
策
課

環
境
業
務
課
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1 1

1 1 2 3 2

1 1 2 1 3 1 2 1

1 2

1 1 1

2 0 3

2 12 12

2 12 12

2 12 12

2 10 8

1 3

(1) 2

2 1 1 3

(1) 2 3 2

(1) 2 2 1 1

2 1 2 1

2 1 2 1

2 2 1 1

2 3 1

2 2 1 1

2
(1)

1 1 1

0 11 16 6 1

※

（　）は兼務のある職

環 境 政 策 課

管 理 職

廃 棄 物 対 策 課

環
境
業
務
課

第 一 業 務 係

第 二 業 務 係

第 三 業 務 係

第 四 業 務 係

合　　　　　計 20548 49 66
34

9 29 3 9 3 00 0

6

6

0 7

6

6

2 14

6

56

第 三 運 転
管 理 係
第 四 運 転
管 理 係
第 五 運 転
管 理 係

4

2

7

7

6
清
掃
工
場

管 理 職

管 理 係

搬 入 指 導 係

保 全 管 理 係

第 一 運 転
管 理 係
第 二 運 転
管 理 係

設 備 管 理 係

26

３３３３　　　　職員職員職員職員のののの配置状況配置状況配置状況配置状況

3

3

5

12

相談サービス係

管 理 係

技能職　・　労務職

清
掃
整
備
工
員

技 術 職

作

業

員

小

計化

学

清
掃
整
備
技
師

清

掃

員

電

気

工

員

自
動
車
整
備
士

機

械

操

作

員

運

転

手

9

課
等

計

9

（平成25年４月１日現在）

事 務 職

主

査

主

事

主 　技 　技

任 　査　 師

課

長

職

等

課

長

補

佐

等

係

長

等

部

長

職

副

部

長

職

等

2

12

1 1

土

木

電

気

機

械

建

築

主

任

　上記の他，環境業務課に２名（資源物持ち去り防止パトロール員として２名（県警ＯＢ）の嘱託），廃棄物対
策課に５名（県警から課長補佐級１名の派遣受入及び高知市不法投棄防止パトロール員として４名（県警
OB）の嘱託）を配置している。
　また，（公財）高知市環境事業公社へ２名，本市職員を派遣している。

環 境 部

春野環境センター 33

2

10926

26

20

東部環境センター 1 11 1 2 2 142

職　名　等

所属係名等
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４４４４　　　　組織組織組織組織のののの変遷変遷変遷変遷（清掃関係）

年 内　　　　　　　　　　　　容

27年 民 生 部 衛生課

昭和23年９月 教 育 民 生 部 衛生課

36年 市 民 部 清掃課

31年 民 生 部 清掃事務所

38年 市 民 部 環境衛生課

清掃業務課
42年

市 民 部 清掃管理課

清 掃 工 場 建 設 事 務 所

48年
市 民 部 清 掃 事 務 所

50年
市 民 部 清 掃 事 務 所

清掃管理課
清掃第一課
清掃第二課
清掃管理課
清掃業務課

宇賀清掃工場

51年

市 民 部 清掃総務課
清掃業務課
大谷清掃工場
宇賀清掃工場
菖蒲谷清掃工場

菖蒲谷清掃工場
清 掃 工 場 建 設 事 務 所

清掃総務課
清掃業務課
大谷清掃工場

52年

清 掃 部

清 掃 事 務 所

53年

清 掃 部

清 掃 工 場 建 設 事 務 所

清掃総務課
第一業務課
第二業務課
大谷清掃工場
菖蒲谷清掃工場

清 掃 施 設 建 設 事 務 所 総務課
建設課

清 掃 工 場 建 設 事 務 所

55年

清 掃 部 清掃総務課
第一業務課
第二業務課

菖蒲谷清掃工場
清 掃 施 設 建 設 事 務 所 総務課

建設課

宇賀清掃工場

57年

清 掃 部 清掃総務課
第一業務課

宇賀清掃工場

建設課

第二業務課　　    廃止

総務課清 掃 施 設 建 設 事 務 所

59年

清 掃 部 清掃総務課
清掃業務課

清掃施設課
宇賀清掃工場

60年
保 健 環 境 部 清掃企画課

清掃業務課
宇賀清掃工場

62年
市 民 環 境 部 清 掃 対 策 室 清掃企画課

清掃業務課
宇賀清掃工場

 平成６年

市 民 環 境 部 清 掃 対 策 室 清掃企画課
清掃業務課
宇賀清掃工場

清 掃 施 設 建 設 事 務 所

58年

清 掃 部 清掃総務課

第二業務課
宇賀清掃工場
施設建設課

第一業務課
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年 内　　　　　　　　　　　　容

22年

環 境 部 環境政策課

廃棄物対策課
環境業務課
清掃工場
東部環境センター
春野環境センター

　　　　　低炭素都市推進室

21年

環 境 部 環境政策課
廃棄物対策課
環境業務課
清掃工場
東部環境センター
春野環境センター

清 掃 対 策 室

東部環境センター
清 掃 施 設 建 設 室 清掃施設建設課

平成８年

市 民 環 境 部 清掃企画課
清掃業務課
宇賀清掃工場
東部環境センター

清 掃 施 設 建 設 室
環境下水道総務課
環境対策課
環境業務課
宇賀清掃工場

12年

環 境 部

清 掃 施 設 建 設 事 務 所

10年

環 境 下 水 道 部

環境政策課環 境 部

14年

清 掃 施 設 建 設 事 務 所

清掃工場
環境業務課
廃棄物対策課
　　　　　エコタウン推進室

　　　　　エコタウン推進室

環境政策課
　　　　　エコタウン推進室
廃棄物対策課
環境業務課
宇賀清掃工場
東部環境センター
清掃施設建設課

清掃施設建設課
東部環境センター

東部環境センター
清掃施設建設課

16年

環 境 部 環境政策課

廃棄物対策課
環境業務課
清掃工場
東部環境センター
清掃施設建設課
環境政策課
廃棄物対策課
環境業務課
清掃工場

環境政策課環 境 部

18年

17年

東部環境センター
清掃工場
環境業務課

ごみ減量推進課
廃棄物対策課

環 境 部

20年 環境業務課
清掃工場
東部環境センター
春野環境センター

環 境 部 環境政策課
ごみ減量推進課
廃棄物対策課

24年

環 境 部 環境政策課
廃棄物対策課
環境業務課
清掃工場
東部環境センター
春野環境センター
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６ 22し尿処理手数料の推移

４ 19

５ 21ごみ処理手数料の推移

原価計算

２ 18

３ 18一般会計に占める清掃関係費の推移

歳出

第４章　予算・決算・原価計算及び

１ 17

処理手数料の推移

歳入



20　年　度 21　年　度 22　年　度 23　年　度 24　年　度 25　年　度

決　算　額 決　算　額 決　算　額 決　算　額 決　算　額 予　算　額

使用料及び手数料 406,101 395,885 389,724 374,728      370,791      476,366

国 庫 支 出 金 -               43,361       36,621       1,840         1,512         -

県 支 出 金 -               1,125         4,939         9,975         8,747         -               

財 産 収 入 31,973 22,355 21,221       21,213       13,148       16,370

寄 付 金 2,073         1,580         1,580         2,702         1,755         -

繰 入 金 2,982         35             -               21,240       -               -               

諸 収 入 176,537 175,495 335,646      374,068      478,069      449,521

市 債 115,800 122,500 116,100      292,200      155,300      267,700

計 735,466      762,336      905,831      1,097,966   1,029,322   1,209,957   

 　  　　９年４月１日    消費税法の改正等（ごみ）

　   　　16年７月１日    手数料改正　　　（ごみ）

第４章　予算・決算・原価計算及び
処理手数料の推移

１  １  １  １  歳歳歳歳　　　　　　　　入入入入（清掃関係）
（単位：千円）

         19年４月１日　　手数料改正　　　（ごみ）

科　目　名　称

※１　使用料及び手数料には，産業廃棄物許可手数料を含む。
　　 なお，最近の手数料改定経過は以下のとおり。

※２　財産収入はエコ産業団地の土地貸付収入を指す。

　　 平成８年１月１日    手数料改正　　　（し尿）

　　 　　８年４月１日    手数料改正　　　（ごみ）

※
１

※
２

※１

※２
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(単位：千円）
20　年　度 21　年　度 22　年　度 23　年　度 24　年　度 25　年　度

決　算　額 決　算　額 決算額 決算額 決算額 当初予算額

環 境 総 務 費 262,650 293,677 303,070 421,748 172,709 142,866

廃 棄 物 対 策 費 96,094 98,294 94,186 97,747 87,100 396,754

ご み 減 量 推 進 費 102,497 77,695 65,968 57,216 47,252 52,729

塵 芥 収 集 費 1,247,296 1,364,606 1,184,051 1,204,494 1,160,235 1,450,321

塵 芥 処 理 費 1,173,450 1,168,493 1,234,483 1,134,617 1,338,272 1,476,498

118,074 107,156 109,025

最終処分場管理費 51,621 54,209 57,060 87,846 99,206 92,609

余 熱 利 用 施 設 費 31,101 34,032 28,610 29,810 29,209 25,966

春野環境センター費 176,573 180,903 172,825 150,189 134,301 26,903

し 尿 収 集 費 42,635 33,392 39,268 44,724 41,364 48,293

し 尿 処 理 費 337,911 342,112 294,901 254,189 286,819 302,570

春野地区し尿処理費 49,251 50,940 50,122 51,490 50,893 51,080

計 3,689,153 3,805,509 3,633,569 3,640,560 3,550,985 4,174,298

２２２２　　　　歳歳歳歳　　　　　　　　出出出出（清掃関係）

科 目 名 称

プラスチックごみ処理費

３３３３　　　　一般会計一般会計一般会計一般会計にににに占占占占めるめるめるめる清掃関係費清掃関係費清掃関係費清掃関係費のののの推移推移推移推移

107,709106,490 103,625

4,174,298

3,550,985

3,640,560

3,633,569

3,805,509

3,689,153

138,700,000(100%)

145,531,710(100%)

139,497,085(100%)

142,358,050(100%)

150,141,186(100%)

139,606,734(100%)

(3.0%)

(2.4%)

(2.6%)

(2.6%)

(2.5%)

(2.6%)

（予算）25

24

23

22

21

20

清掃関係決算額 一般会計決算額

(単位：千円）

億円
0 500 1,000 1,500
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焼　却
(焼却処理)

プラ減容
（圧縮梱包・
ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ）

埋　立 計

部門直接原価
　　　　　　　(1)

64,861 1,396,768 103,625 99,206 1,599,599

管理部門
配賦額　 　(2)

部門直接
原価按分

33,605 2,493 2,387 38,485

部門原価
 (１)＋(２)＝(3)

1,430,373 106,118 101,593 1,638,084

処理量（ｔ）
　　　　　　  (4)

111,369 3,000 1,855 116,224

（３）÷（４） 12,844 35,373 54,767 102,983

＜部門直接原価（ 2,760,785 千円）の内訳＞

15,025

2,760,785 116,301

1,096,325

26,376

1,122,701

74,720

　　　　２．車輌については購入費を含む。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
　　　　３．「２．歳出（清掃関係）」から原価対象額を抜粋して算出。

千円　　÷

（注）　１．施設建設費，用地費等及びそれらの償却費は含まず。　　　

１ｔ当りの原価

（円/ｔ）

 （１）÷（総
 搬入量－
 資源物,
 水銀含有
 物）

23,738= 円/ｔ

ｔ

４４４４　　　　原価計算原価計算原価計算原価計算（平成24年度）

　(1)　ごみ処理原価 （単位：千円）

管理部門

収　　集　　部　　門 処　　　　理　　　　部　　　　門

可燃ごみ
可燃粗大ごみ
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製容器包装
ペットボトル
不燃ごみ
美化ごみ

原価部門

原価費

総原価
(2,760,785千円)

100%

収集
部門
39.7%

処理
部門
57.9%

可燃ごみ
可燃粗大ごみ
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製容器包装
ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ
不燃ごみ
美化ごみ
   39.7%

焼却
50.6%

減容
3.7%

管理部門2.4%埋立3.6%

（持込を除く）
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(2) し尿処理原価
（単位：千円）

管  理  部  門 処  理  部  門

 部　門　直　接　原　価 28,007 337,712

 管 理 部 門 配 賦 額 － 28,007

 部　　 門　 　原　 　価
       （１） ＋ （２） － 365,719

 処　　理　　量 　（㎘） － 110,905

 １ ㎘ 当 り の 原 価
       （３） ÷ （４） － 3,298

（注）貸付金，補助金，施設建設費，用地費等及びそれらの償却費は含まず。
　　　「２．歳出（清掃関係）」から原価対象額を抜粋して算出。

原価部門

原価費

(１)

(２)

(３)

(４)

円／㎘

- 20 -
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第５章 ごみ処理事業 
    

１１１１    概概概概要要要要    

現在，ごみ量は減少傾向にあるが，循環型社会形成推進基本法をはじめ各種リサイクル関連法への対応，

最終処分場の更なる延命化及び環境の保全等を進めていくため，今後，一層の廃棄物の発生抑制，分別徹

底等によるごみの減量・リサイクルを推進していくことが必要となっている。 

 

（ごみ搬入量と人口の推移） 
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（注） 平成 16年度のごみ搬入量(149,686t)と人口(330,752人)を 100とした。 

     

 

（ごみ搬入量構成比の推移） 
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２２２２    ごみのごみのごみのごみの収集及収集及収集及収集及びびびび処分処分処分処分    

（1） 直営又は委託によるごみ収集    

一般家庭のごみは下表の区分毎に分別して排出することとしており，可燃ごみ，プラスチック製容器

包装及び可燃粗大ごみは直営で収集している。 

また，資源物，不燃ごみ，水銀含有廃棄物及びペットボトルについては委託して収集している。 

一般家庭ごみの収集運搬及び処分は，直営・委託とも無料で行っており（春野地区の可燃ごみ及び市

処理施設への自己搬入分は除く），平成25年４月現在のステーション（ごみ集積所）数は，可燃ごみ・

プラスチック製容器包装のステーションが6,645か所，資源・不燃物のステーションが1,297か所とな

っている。 

（ごみの分別区分） 

    分別区分分別区分分別区分分別区分    収集方法収集方法収集方法収集方法    収集主体収集主体収集主体収集主体    収集料金収集料金収集料金収集料金    

ア 可燃ごみ 週２回ステーション収集 直営 無料 

イ プラスチック製容器包装 週１回ステーション収集 直営 無料 

ウ ペットボトル 拠点回収 委託 無料 

エ 資源物 月１回ステーション収集 委託 無料 

オ 可燃粗大ごみ 月１回ステーション収集 直営 無料 

カ 不燃ごみ 月１回ステーション収集 委託 無料 

キ 水銀含有廃棄物 月１回ステーション収集 委託 無料 

※  春野地区のごみ収集については，「（６）春野地区の収集と処分」を参照。 

 

（2） 許可業者等によるごみ収集 

会社，商店などの事業活動に伴って排出される一般廃棄物（事業系一般廃棄物）は事業者自らの責任

において適正に処理しなければならないこととなっており，事業者自ら清掃工場や民間の処理施設へ持

ち込むか，当事者間の契約等により許可業者に委託することとしている。 

また，家庭から排出される一般廃棄物（家庭系一般廃棄物）についても，ごみステーションに排出で

きないものや，引っ越し等の一時多量ごみは市の処理施設へ持ち込むか，許可業者に委託することとし

ている。 

一般廃棄物（ごみ）収集運搬許可業者一覧表 平成25年４月１日現在 

収 集 機 材 
許 可 業 者 名 所 在 地 電 話 

パッカー車 トラック等 

㈲  高  知  清  光 社 南河ノ瀬町111-1 831-7791    ６台     ３台 

㈱ 高知清掃センター 南ノ丸町12-8 832-2188    ９    ２ 

㈲ 高 知 街 清 掃 福井町 1683-5 823-4055    ３    － 

㈲  セ   イ   ム 神田 1876 833-1413    ８    ４ 

㈱  ダ   イ   セ   イ 南川添 9-5 884-3811    ６    ６  

㈲  中 央 環 境 企 画 池 2351-4 847-7701    ８    ３ 

㈱ 都 市 美 粧 建 設 高須新町3-5-1 885-3800    ８    ９ 

㈲ 西  村  興  業 東城山町48-2 831-8329    ５    ２ 

㈱  春   野   清   掃 春野町弘岡下82-2 894-2652    ３    ３  

  合    計      ９ 業 者    56 台   32 台 

    （注）他に限定許可業者あり（区域限定３業者） 
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（3） ごみ搬入量の推移等（搬入量は合併後の春野町分を含む） 

ア 可燃ごみ 

平成11年４月から，ごみの分別徹底と減量・再資源化の促進，収集作業の安全性の確保等を目的と

して，中身の見える透明・半透明袋によるごみの排出を義務づけ，収集している。 
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イ プラスチック製容器包装 

平成13年11月から容器包装リサイクル法の趣旨に沿い，プラスチック製容器包装を収集している。

平成19年度に分別の徹底等啓発を強化したことや，小売店等による独自の店頭回収が進んでいること

等により,市施設への搬入量は減少している。 
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ウ ペットボトル 

平成12年４月から容器包装リサイクル法の趣旨により分別し,市内量販店等（平成25年３月末現在

117 か所）にある収集拠点から，随時，菖蒲谷プラスチック減容工場へ運搬し，独自ルートにより再

資源化処理を行っている。平成19年度のプラスチック製容器包装の啓発強化後に搬入量は急増したが，

小売店等による独自の店頭回収も進んでおり，市施設への搬入量は減少傾向に転じている。 
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エ 資源物 

資源物は４種類（ビン類，カン・金属類，紙類，布類）に分けて排出することとしており，さらに

ビン類は容器包装リサイクル法による処理を行うため，透明，茶色及びその他の色の３分別としてい

る。 

高知市再生資源処理協同組合に委託し，登録団体が管理するステーションから収集している。この

制度は高知方式と呼ばれ，市民の協力のもと，ごみの減量・資源化に大きな成果を収めている（平成

25年４月現在1,142 団体・14万 3,673 世帯）。 

また，各登録団体へはこの組合の売上金の一部が分別援助金として還元されている。 
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オ 可燃粗大ごみ 

木製家具及びふとん等であり，直営(平成 25年３月まで春野地区は委託収集《可燃雑ごみ》)で資源・

不燃物ステーションから収集している。平成16年 10月,平成19年 10月に分別区分の変更を行った。 
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カ 不燃ごみ 

  収集方法は，資源物と同様である。平成16年 10月から,埋立ごみの見直し削減を行い,プラスチッ

ク製品等,可燃性の素材が大半を占める物を焼却処理することとし,分別区分を変更したため搬入量

は大きく減少している。 
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キ 水銀含有廃棄物 

  収集方法は，資源物と同様である。 
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ク その他 

・ 美化ごみ 

市内の町内会及び衛生組合等が，町内の美化清掃活動を行うことにより発生した廃棄物は，登録制

で直営等により収集している。 

・ 犬，ねこ等の死体 

家庭で飼われているペットの死体について，要請があれば直営により有料で収集している。 

・ 特定家庭用機器廃棄物等 

平成 13年４月の家電リサイクル法施行により，エアコン，ブラウン管式テレビ，電気冷蔵庫，電

気洗濯機（平成16年４月１日から電気冷凍庫,平成21年４月１日から液晶テレビ,プラズマテレビ,

衣類乾燥機が追加指定）が，さらに平成15年 10月からはメーカー等による家庭系パソコンの回収

リサイクルが始まったため，ステーションでの収集を取り止めた。 

また，家電リサイクル法で小売業者に引取義務のない製品の取扱いについては，高知県電機商業

組合と協定することにより，同組合の加盟店がすべての対象製品を回収できるようにし，排出ルー

トの一元化を図っているものの，ごみステーションに排出されるものも後を絶たない。 

特定家庭用機器廃棄物                                          （単位：台） 

区分 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

高知県電機商業組合との協

定による回収 
981 710 904 539 462 361 

テレビ 92 126 93 98 122 95 

エアコン 9 7 6 0 20 1 

洗濯機・ 

衣類乾燥機 
24 30 35 26 29 27 

ごみステー

ションへの

排出 

冷蔵・冷凍庫 30 37 22 21 27 14 

      ※平成 21年４月から，液晶・プラズマ式テレビ及び衣類乾燥機が対象化された。 

（4） 中間処理・処分 

可燃ごみ及び可燃粗大ごみは，平成14年３月に完成した清掃工場で全量焼却している。排出される

焼却灰については，平成22年度から灰溶融による再資源化を休止し，全量をセメント原料化しており，

飛灰についても，18年度から山元還元による再資源化を図っている。なお，本工場は，一般廃棄物を

焼却して発電を行うバイオマス発電施設として平成 15 年３月に経済産業大臣から新エネルギー等発

電施設に認定されている。 

清掃工場でのバイオマス発電効率                    (単位：kWh/t) 

年度 19 20 21 22 23 24 

焼却ごみ１トン当たりの発電量 420.5 411.1 420.6 445.4 461.1 470.2 
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また，水銀含有廃棄物については，高知市再生資源処理センターで蛍光灯破砕機による無害破砕やド

ラム缶への密封など中間処理を行った後，水銀処理業者に委託している。 

不燃ごみについては，三里地区にある最終処分場に埋立し，安定した処分を行っている。 

（単位：㎥） 

年度 19 20 21 22 23 24 

三里最終処分場 残容量 149,493 144,821 139,202 136,641 134,216 130,296 

（5） 再資源化 

プラスチック製容器包装は，菖蒲谷プラスチック減容工場で不適物を除去し，圧縮梱包した後，（財）

日本容器包装リサイクル協会に引き渡している。 

また，ペットボトルについても，不適物を除去した後，粉砕し再生業者へ売却している。 

そして，委託により収集された資源物は下表のとおり処理されており，清掃工場，プラスチック減容

工場に混入していた資源物を加え，再資源化している。  

        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

        

（6）  春野地区の収集と処分 

         平成 20年１月に春野地区は高知市と合併したが，収集体制を一部継続させ，可燃ごみは指定袋によ

る有料収集を行い，高知中央西部焼却処理事務組合［構成団体：土佐市・高知市（旧春野町行政区域内）・

いの町・日高村］で焼却処理を行なった。また，その他のごみは，旧高知市と同じ施設で処理をし，プ

ラスチック製品等は可燃雑ごみとして高知市清掃工場で処理を行なった。なお，収集は委託収集となっ

ていた。 

平成25年３月末で高知市は高知中央西部焼却処理事務組合を脱退し，平成25年４月からは収集体制，

分別区分，及び処理施設（搬入先）を旧高知市と統一した。 

３３３３    ごみごみごみごみ減量減量減量減量・リサイクルの・リサイクルの・リサイクルの・リサイクルの推進推進推進推進    

（1）  ごみ量増大への対応    

平成 14年４月に施行された家電リサイクル法をはじめとする各種リサイクル法の施行や全国的な景

気の低迷もあり，ここ数年はごみの収集量は減少傾向にあるが，こうした状況をより一層進め，循環型

社会をより確かなものとするために，平成18年２月に環境部内に「ごみ処理システム再構築検討委員

会」を設置し，分別収集の方法や中間処理・最終処分の方法などについて調査研究を行っている。 

また，平成 18年度の機構改革により，新たに「ごみ減量推進課」を設置し，事業所ごみの適正排出

に向けた啓発・指導をはじめ，ごみの減量に向けた取組を進めている。（平成21年度に環境政策課と統

合，平成25年度に廃棄物対策課に移管。） 

一方，家庭ごみの減量に向けては，平成17年度に家庭ごみ減量マニュアル「もったいないのすゝめ」

を作成し，出前講座等を通じて啓発を行っている。 

平成 21年度には，ごみの減量・リサイクルに対する意識啓発を図るため，家庭ごみの減量に取り組

むごみ減量モニター「ごみ減の達人」を募集し，15 世帯（応募 21 世帯)が実践し，世帯平均で３割以

上の減量に成功した。 

平成 21年度から22年度にかけて手軽にできる生ごみ処理容器「ダンボールコンポスト」の講習会を

行った。現在までに147名が受講している。 

区分 選別等 保管 引取先 再利用 

ビン類 透明 

    茶色 

    その他の色 

栓等付属物を除去 透明，茶色，その他の

色の色別に保管 

（財）日本容器包

装リサイクル協会 

 

カン・金属類 材質により鉄・ア

ルミ等に分類 

種類毎にプレス 金属回収業者 製鋼原料 

紙類 段ボール 

   新聞紙・チラシ 

   雑誌類 

   飲料用紙パック 

   雑がみ 

  古紙業者 紙原料 

布類   古繊維業者 古衣（一部は紙

製品の原料） 
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（2） 出前講座等ごみ問題を話し合う会 

ア   ごみ懇談会 

昭和 55年 11月から 56年 11月までの間，市内 26か所で町内会，衛生組合などの各種組織を中心

とした「ごみを話し合う会」を開催し，引き続き昭和58年度には11月と 12月に市内16か所で不燃

物登録団体代表者との懇談会を開催し，新聞，テレビ等で報道されていたダイオキシンや水銀含有廃

棄物の問題とともに，ごみ処理全般にわたって話し合った。 

昭和62年度は，収集方法を検討するため市民の意識調査を行なうとともに，市内を25地区に分け，

資源・不燃物登録団体との「ごみ懇談会」を開催し，特に紙・プラスチックの分別の徹底を依頼した。

同時に，ごみの収集，運搬，処理等，清掃行政全般にわたる意見交換を行い，市民のごみに対する知

識と意識の向上を図った。 

以後，ごみ懇談会として説明会や意見交換等を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

※平成21年度は，家庭ごみ有料化に関する地域説明会（74会場，参加1,990人）を実施したため開催していない。 

 

イ  出前講座 

        町内会や自治会からのごみについて詳しい説明をしてほしいとの要望に答えるため，地元の要望

に沿ったテーマで廃棄物対策課と環境業務課の職員を派遣し説明会を行っている。また，平成 19 年

度から子どもの頃からごみに興味を持ってもらうことを目的に，環境選隊クリーンレンジャーを結成

し保育園や地域に出向き「親子で楽しく体験して学べる」寸劇（分別劇）や分別ゲーム，また，ごみ

収集の実演，体験乗車などを取り入れた啓発活動（親子環境学習会）を行っている。 

平成24年度は 35回の出前講座を行い，延べ3,076 人の参加があった。 

 

        年年年年度度度度    月月月月    主要主要主要主要テーマテーマテーマテーマ    会場数会場数会場数会場数    備考備考備考備考    

６ ７月～９月 
事業所ごみの適正処理・減量化・リサ

イクル 
７ 事業所を対象 

10 ９月～２月 透明・半透明袋の導入 22  

11 ２月 ペットボトルの拠点回収 27  

12 １月～２月 家電リサイクル法 24  

13 ９月～10月 プラスチック製容器包装の分別収集 26  

15 10 月 
高知市第２次一般廃棄物処理基本計画

の概要ほか 
27 推進員委嘱のお願い 

16 ７月～８月 
分別区分の変更について（可燃雑ご

み・不燃雑ごみ） 
26  

17 ２月 
ごみの減量，処理困難物追加（自動車

用タイヤ） 
29  

18 １月～２月 プラスチック製容器包装の分別他 29 
汚れが落ちにくい物

は生ごみへ 

19 ７月 
分別区分及び名称の変更，プラスチッ

ク製容器包装の分別  
29  

20 11 月～12月 

ごみの分別について（現状報告とお願

い），家庭ごみの有料化について,レジ

袋の削減について 

29  

７月～８月 雑がみの資源回収の検討について 31  
22 

２月 雑がみの資源回収実施について 31  

23 11 月 
廃棄物の減量と適正処理等に関する条

例の一部改正について 
31 

持ち去り禁止条項の

追加等 

24 ６月 

資源・不燃物ステーションからの持ち

去り等について，雑がみの資源回収状

況について 

31 
持ち去り禁止条項の

施行 
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(3) 高知市廃棄物減量等推進員制度 

廃棄物減量等推進員は，高知市廃棄物減量等推進員に関する要綱に基づき市長が委嘱するもので市との

密接な連携のもと，地域に密着してごみの減量化・再生利用を促進していくためのボランティアリーダー

である。主な活動としては，地域における廃棄物の減量及び適正処理の普及・啓発，分別収集の指導・啓

発，地域における美化活動の促進，不法投棄に関する市への通報，その他市の施策への協力などがあげら

れ，また，市と地域住民との重要なパイプ役も担っている。（平成25年４月現在981名） 

 

（4）  生ごみ処理容器購入補助・電動生ごみ処理機購入補助事業 

平成８年８月より，生ごみ処理容器の購入について，１世帯あたり５年間で２基を限度として１基あ

たり購入金額の半額（好気性処理容器2,000円，嫌気性処理容器1,500 円を上限とする）を補助してい

る。 

また，電動生ごみ処理機は,平成15年８月から20年３月まで，１基当たり購入金額の半額（上限20,000

円）の補助を行った。 

 

年 度 ８～20 21 22 23 24 累計 

好気性 1,585 35 29 25 68 1,742 生ごみ 

処理容器 嫌気性 2,151 38 26 30 55 2,300 

合 計 3,736 73 55 55 123 4,042 

乾燥式 1,227 1,227 電動生ごみ 

 処理機 バイオ式 1,118 1,118 

合  計 2,345  2,345 

 

（5）  高知クリーン推進会について 

紙ごみを中心に急増する事業系ごみについては，ごみ問題への関心を高めてもらうため，平成３年度

に「高知市事業所ごみ減量化対策懇談会」を設置して各業界との意見交換を行い，また1,000事業所を

対象にアンケート調査を実施した。 

その後，平成４年 11 月には，事業所ごみの減量・リサイクルの推進を目的として，本市など 14 事業

所を発起人とする「高知クリーン推進会」が発足，紙ごみ対策を中心にモデル事業の実施や分別処理な

どの啓発パンフレットの配布，研修会，ＯＡ用紙共同回収など，事業の充実に努めている。また，会員

の拡大を図り，平成25年３月末現在，110事業所が会員となっている。 

高知クリーン推進会（事務局：高知市廃棄物対策課）の役割及び実績 

事業所ごみの減量・リサイクル推進のための事業の実施（平成24年度） 

○ 紙資源ごみ共同回収（中央商店街120ｔ） 

○ ＯＡ用紙共同回収（38.9ｔ） 

○ 福祉施設への再生トイレットペーパーの寄贈 

○ 研修会の実施 

 

（6） 焼却灰再利用研究・再資源化 

平成 14，15 年度に土木資材としてスラグを試験施工し，基礎的なデータを収集した。平成 16年度か

らは，高知県土木部により策定された「ゴミ焼却灰溶融スラグ鋪装利用技術指針」と相まって，高知市

の発注する公共工事への利用拡大を図った。 

平成 19年度より，灰溶融に代わる焼却灰資源化策として，焼却灰の一部セメント資源化を試行してき

たが，22年度より，灰溶融炉を全面休止し，焼却灰はセメント資源化及び山元還元に移行している。 
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（7）  余熱利用施設    

ごみ焼却時の熱エネルギーを有効利用した余熱利用施設「ヨネッツこうち」は，平成14年６月の開館

以来，市民の健康保持と生涯スポーツ活動の振興に役立てられている。 

   プール，温浴施設，浴室，トレーニング室，環境学習室の利用実績 

年度 19 20 21 22 23 24 

利用者数（人） 131,630 128,279 130,077 133,979 134,389 135,737 

   

（8）  余剰電力の売却 

ごみの焼却時の熱エネルギーを有効利用するために発電を行い，工場内や併設する余熱利用施設「ヨ

ネッツこうち」で使い，余った電気を電気事業者に売却している。  

年度 19 20 21 22 23 24 

売却電力量(MWh) 16,102 18,234 16,990 27,180 29,454 32,072 

 

（9） ＰＲ啓発事業 

清掃事業は，市民の日常生活と最も密接な関係を持ち，「まちを美しくする」うえでの基盤行政であり，

市民の関心はきわめて高い。今後の清掃事業を円滑に推進し，清潔で快適な生活環境をつくるためには，

市民・事業者・行政の一体となった取組が必要である。 

このために，毎年６月の環境月間中の行事や市民との会合・対話，広報紙などあらゆる機会を通じて

啓発を行っている。また，平成14年 10月から平成17年３月までは，「新緊急地域雇用放置廃棄物回収

事業」により，平成17年４月からは「高知市地域雇用特別対策事業」によって，ポイ捨て禁止のＰＲ，

パトロール，清掃活動を実施している。 

① 環境月間中の行事（平成24年度） 

○ 環境標語の募集 子どもの部：市内の小学校４年生～６年生を対象 

おとなの部：その保護者を対象 

応 募 総 数：2,530点 

○ ごみ減らし展の開催 

本市のごみ処理の現状をパネル方式で展示 

 

② 資源・不燃物収集分別優良団体の表彰 

秋のまちを美しくする運動期間中に実施していたが，平成20年度より廃止 

③        広報紙，パンフレット等によるＰＲ・清掃施設見学及び指導 

○ 小学校４年生社会科副読本「ごみゼロたんけんたい」（3,211部 平成元年から実施） 

○ 広報紙「あかるいまち」（特集のほか随時） 

○ テレビ「Kochi on TV!」（随時） 

○ 一般市民向けパンフレット及び事業所向けパンフレット発行 

○ 家庭ごみの出し方，マナーのチラシ配布（随時） 

○ 清掃施設見学（随時） 

○ 資源物の収集現場での分別指導（随時） 

○ 清掃パトロール車によるごみの排出指導 

○ ごみの出し方に問題のある地域での夜間を含む現地指導 

○ 町内会等へ出かけていく「ごみ出前講座」（随時） 

〇 事業所ごみの出し方，集積所での夜間・早朝指導（随時） 

○ 許可業者等への協力要請や指導 
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(10)  家庭ごみ有料化の取組 

    平成 19年 ２月  高知市の家庭ごみ処理に関する市民意識調査実施 

      平成 20年 10月    家庭ごみ処理手数料有料化検討資料（中間報告案）作成，議会等報告 

     平成 20年 11月    平成 20年度廃棄物行政地区説明会実施（29会場，参加900人） 

           ～12月     

     平成 21年３月   市長が家庭ごみ有料化導入について表明 

    平成 21年７月   家庭ごみ有料化に関する地域説明会実施（74会場，参加1,990人） 

             ～12月    

     平成 22年３月   市議会３月定例会にごみ有料化等条例議案を提案，否決 

 

４４４４    まちのまちのまちのまちの美化推進美化推進美化推進美化推進    

(1)  環境美化重点地域の指定    

平成８年４月１日に一部改正した高知市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例により，下図の地域

（環境美化重点地域）で，たばこの吸い殻，チューインガムのかみかす，空き缶等（飲料用紙パックを含

む）を捨てた者に，５万円以下の罰金を課することとし，地域内には，周知看板（６基），空き缶等の回収

容器を設置し収集していたが，老朽化等により平成20年２月に回収容器を撤去した。 

 

(2)   歩きたばこ等禁止区域の指定 

  平成 23年２月１日に施行された「高知市歩きたばこ等の防止に関する条例」に基づき，同年４月１日

から指定された歩きたばこ等禁止区域で歩きたばこ等が禁止された。 

条例施行後は，啓発用看板の設置や路面シールの貼付，よさこい祭り等の集客力の高いイベントに合

わせ啓発用品を配布するキャンペーン等，たばこを吸う人と吸わない人が快適な生活環境を共有できる

よう啓発，指導に努めている。  

  

                    【【【【    区域図区域図区域図区域図    】】】】    
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(3)   自動販売機業者への指導・勧告 

高知市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例により，自動販売機業者に対して回収容器の設置を義務づ

けるとともに，設置していない業者には指導・勧告を行うこととした。 

 

(4)  まちを美しくする運動 

昭和54年 11月から，清潔な生活環境をつくり，健康で安全かつ快適な市民生活を確保するため，「ま

ちを美しくする運動」を展開している。これは，市民，事業者，行政が一体となり，「まちを美しく」，

「まちにみどりを」，「青い空，青い海，清い川」を基本方針とし，全庁体制で取り組んでいる。 

 

体 系 図      

(1) 市民と行政が一体とな

った清掃活動 

(2) 美化意識の高揚 (3) ごみの減量運動 

 

① 門前清掃 

② 町内会単位での一斉清掃 

③ 行政区または小学校区で

の一斉清掃 

④ 市民団体による清掃 

⑤ 主要道路の清掃 

⑥ 主要水路の清掃 

⑦ 公園の清掃 

 

 

① 不法投棄・不法焼却の防

止 

② ノーポイ運動の推進 

③ 路上放置自転車の追放 

④ 違反看板・ポスターの 

  追放 

⑤ 道路の不法占用の追放 

⑥ 教育活動の推進 

⑦ ＰＲ運動 

⑧ 環境美化重点地域の指定 

⑨ 自動販売機周辺への空き

缶等回収容器設置義務づ

け 

  

① 分別収集の徹底 

② ごみの資源化 

③ ごみの自家処理の推進 

④ 家庭ごみの水切の徹底 

⑤ リサイクル運動の推進 

⑥ 適正包装のＰＲ 

⑦ 施設見学 

⑧ 教育活動の推進 

⑨ ＰＲ活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) まちの美化 (2) 自然の保護 

① 街路緑化 

② 公共施設の緑化 

③ 家庭緑化 

④ 公園緑地の整備 

⑤ 工場・事業場等の緑化 

① 保護指定による自然の保護 

② 開発許可制度による自然の保護 

(1) 公害の防止 (2) 河川・海岸の清掃 

① 大気汚染の防止 

② 水質汚濁の防止 

① 河川の清掃 

② 海岸の清掃 

ま 

ち 

を 

美 

し 

く 

す 

る 

運 
動 

ま 

ち 

を 

美 

し 

く 

ま 

ち 

に 

み 

ど 

り 

を 

青 

い 

空 

青 

い 

海 

清 

い 

川 



19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

 328,239  343,134  342,336  341,881  341,266  340,228

    1,508 (1,401) (1,408) (1,423) (1,432) -

ｔ  136,332  133,594  130,035  128,050  126,865  127,198

ｔ  108,260  108,751  107,107  105,905  105,212  105,972

ｔ   61,447   62,592   62,389   61,111   61,144   61,712

ｔ      216      193      158        -        -        -

ｔ        -    2,621    2,637    2,603    2,654    2,672

ｔ        -      219      212      265      179      198

ｔ        -       20       21       20        9        7

ｔ   35,724   33,280   32,184   32,778   32,948   32,737

ｔ 10,873 9,826 9,506 9,128 8,279 8,646

ｔ 1,369 1,089 867 956 950 1,069
ｔ 9,504 8,737 8,639 8,172 7,329 7,577

ｔ 1,579 1,447 1,417 1,358 1,335 1,361

ｔ 6,280 5,294 4,890 4,874 4,866 4,985

ｔ 14,251 12,954 11,722 11,310 11,179 10,775

ｔ 354 443 470 480 357 207

ｔ 5,145 4,211 3,980 3,612 3,438 3,283

ｔ 136 137 138 143 137 121

ｔ 327 357 311 368 341 494

ｔ 372 366 356 351 346 348

ｇ 1,135 1,067 1,041 1,026 1,016 1,024

ｇ 1,016 963 947 936 926 938

ｇ 756 727 712 696 692 698
※(593) ※(590) (583) (572) (572) (583)

ｇ 380 337 328 330 324 326

（注）１　人口は，各年度10月１日時点の住民基本台帳による（平成19年度以降は，外国人登録者数を含む）

　　　２　可燃ごみの委託収集は，平成20年度まで鏡・土佐山地区の総量（土佐山地区は平成20年９月まで）。

　　　　　平成20年10月から土佐山地区が，22年度から鏡地区が直営収集。

　　　３　１日当り排出量は，（総搬入量）÷365日（平成19,23年度は366日）

　　　４　１人１日当たり排出量は，（総搬入量）÷365日÷人口（平成19,23年度は366日）

　　　５　（家庭系）１人１日当たり排出量は，

　　　　　　（総搬入量－《春野 事業系 + 許可業者収集 + 自己搬入 事業系持込》）÷365日÷人口（平成19,23年度は366日）

※は，環境省「一般廃棄物処理実態調査」から算定

　　　６　資源となる物とは，資源物，ペットボトル及びﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製容器包装をいう。

　　　７　平成20年１月に合併した春野地区分は平成20年度分より含む。

　　　８　平成19年度以降のペットボトルについては，合併後の春野地区を含む。

　　　９　平成24年７月９日の住民基本台帳法改正により，外国人が住民基本台帳の登録対象となったため，24年度から

　　　　外国人人口を含んだ総人口を記載

【家庭系】１人１日当たり排出量

１日当たり排出量

１人１日当たり排出量

　〃　（資源物除く）

（うち資源となる物を除く）

【事業系】１人１日当り排出量

水 銀 含 有 廃 棄 物

美化ごみ・災害廃棄物

ペ ッ ト ボ ト ル

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製容器包装

内
　
　
　
　
訳

可燃ごみ

直営収集

委託収集

春
野

家庭系持込

その他

許可業者収集

可 燃 粗 大 ご み

資 源 物

事業系持込

不 燃 ご み

自己搬入

委託収集

事業系

総搬入量

５５５５　　　　処理実績処理実績処理実績処理実績

項　　　　目

行政区域内人口 人
（うち外国人人口）

　(1)　ごみの搬入

①搬入実績（春野地区除く）
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19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

人   16,534   16,517   16,556   16,436   16,279   16,045

ｔ
 4,238

(1,065)
   3,897    3,853    3,892    3,558    3,579

ｔ
 2,952
(860)

   3,095    3,111    3,159    2,833    2,870

ｔ
 2,574
(672)

   2,856    2,878    2,874    2,654    2,672

ｔ
 378

(188)
     239      233      285      179      198

ｔ
 215
(12)

      53       53       55       54       55

ｔ
 855

(150)
     577      513      502      489      476

ｔ       25        -        -        -        -        -

ｔ
 179
(41)

     165      169      169      175      171

ｔ
 12
(2)

       7        7        7        7        7

ｔ       12       11       11       11       10       10

ｇ      700      646      638      649      597      611

ｇ      559      551      553      565      515      530

（注）１　人口は，各年度10月１日時点の住民基本台帳による

　　　２　１日当たり排出量は，総搬入量÷365日（平成19,23年度は366日）

　　　３　１人１日当たり排出量は，総搬入量÷365日÷人口（　　〃　　）

   　 ４　平成19年度は合併後の春野地区分（(　)内の数値）を含む。（ペットボトルについては含まない。）

　　　５　ペットボトルについては，合併後春野地区のみの集計はしていない。

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

ｔ 115,967 113,180 111,760 110,176 107,622 111,369

ｔ 2,762 2,341 1,729 1,727 1,677 1,855

ｔ 19,401 17,220 15,649 15,120 14,725 13,751

ｔ 138 137 138 143 137 121

（注）１　再資源化には，市関連資源化すべて含む。

　　　２　焼却処分量は，し尿処理汚泥の焼却及び繰越分を含んでいるため，収集量と一致しない。

　　　３　埋立処分量には，不燃物の他，美化ごみ・土砂類を含む。

　　　４　平成19年度から，合併後の春野地区分を含む。

再 資 源 化

水 銀 処 理

１日当たり排出量

１人１日当たり排出量

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製容器包装

水 銀 含 有 廃 棄 物

焼 却

埋 立

　〃　（資源物除く）

　(2)　ごみの処分

項　　　　目

資 源 物

ペ ッ ト ボ ト ル

総搬入量

内
　
　
　
　
訳

もやせるごみ

収 集

事 業 所 等

も や せ な い ご み

項　　　　目

行政区域内人口

②搬入実績（春野地区分）

- 35 -



①　分別収集実績（計画収集）

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

ｔ 14,251 12,954 11,722 11,310 11,179 10,775

ｔ 2,165 2,108 2,032 2,042 1,973 1,917

ｔ 2,710 2,563 2,511 2,439 2,367 2,626

ｔ 8,976 7,516 6,448 6,071 6,100 5,627

ｔ 400 767 731 758 739 605

1,100 1,110 1,115 1,117 1,124 1,124

140,831 142,747 144,087 144,725 144,883 144,883

千円 50,000 70,000 125,000 100,000 95,700 95,700

（注）１　登録団体数・世帯数は，各年度末現在（鏡，土佐山，春野地区含む）

　　　２　資源物収集の委託料については，旧高知市分の記載であり，平成17年１月１日に合併した

　  　　　鏡・土佐山地区，平成20年１月１日に合併した春野地区における委託料は含まれていない。

②　他の回収実績

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

ｔ   10,783   11,335   10,886   12,566   11,100   11,332

ｔ 7 5 5 6 5 5       

ｔ 4 1 1 1 1 1       

ｔ 1,491 1,237 1,409 869 724 738     

ｔ 5,577 2,782 3,768 40 0        -

ｔ 2,507 2,769 2,231 3,379 2,846 3,066   

ｔ 1,197 4,541 3,472 8,271 7,524 7,522   

（注）１　(イ)・(ロ）は中間処理過程から抽出・収集した資源

          (ハ)は溶融飛灰を含む。

    　２　スラグは23年度から灰溶融を休止したため実績なし。

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ減容
工場

（イ）

ﾋﾞﾝ／ｶﾝ
金属等

搬出灰

清掃工場
(ロ)

段ボール

清掃工場
(ハ)

金属類

飛灰

スラグ

総回収量

　(3)　資源物収集実績

項　　　　目

総 収 集 量

委 託 料

項　　　目

登 録 団 体 数

登 録 世 帯 数

内
　
訳

ビ ン 類

カ ン ・ 金 属 類

紙 類

布 類
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③　再資源化量とリサイクル率（基本計画ベース）

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

t 30,173 28,549 26,530 27,679 25,819 25,077

t 14,252 12,954 11,722 11,310 11,179 10,775

t 342 424 471 462 334 195

t 4,796 3,836 3,451 3,341 3,206 2,775

t 136,332 138,089 130,035 128,050 126,865 127,198

% 22.1 20.7 20.4 21.6 20.4 19.7

(14.2) (12.5) (12.0) (11.8) (11.6) (10.8)

※　リサイクル率については，下記の環境省の算出方法を採用した。

   なお，（　）内の数値は，「（ｄ）中間処理施設からの資源回収量」から②表（ハ）を除い

 たリサイクル率

④　高知クリーン推進会共同回収実績

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

ｔ 223 196 191 187 177 159

ｔ 172 150 148 141 134 120

ｔ 51 46 43 46 43 39

⑤　犬・ねこ等の死体

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

体 190 193 228 213 300 373

体 385 284 256 254 277 257
処 分 の み
（清掃工場等持込）

区 分

収 集 運 搬 ・ 処 分

ＯＡ用紙共同回収

総 回 収 量

古 紙 共 同 回 収

項 目

t 10,783 11,335

 × 100

項　　　　目

直接資源化量＋中間処理後の再生利用量＋集団回収量

 ごみの総処理量＋集団回収量

11,33210,886 12,566

(2)　ごみ総搬入量

　リサイクル率試算※
　
(1)÷(2)

11,100
（再掲）②表(イ)＋(ロ)＋（ハ）

(1)　再資源化量

内
　
　
訳

ａ資源物分別収集量
(再掲)①表

ｂペットボトル再商
品化量

ｃﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製容器包
装再商品化量

ｄ中間処理施設から
の資源回収量

　

リサイクル率（％）＝
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③

（％） （％）

紙・布類
木･竹･
ワラ類

ｺﾞﾑ･皮革･
ﾋﾞﾆｰﾙ･

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

ちゅう
芥類

不燃物 その他 水　分 可燃分 灰　分

4 4
5 50.91 11.28 20.73 7.93 5.49 3.66 5 46.49 45.05 8.46
6 6
7 7
8 57.43 7.23 16.87 14.06 0.40 4.01 8 47.56 47.52 4.92
9 9

10 10
11 49.33 12.33 17.00 9.33 3.33 8.68 11 49.75 40.86 9.39
12 12
1 1
2 54.53 4.88 23.14 13.59 1.27 2.77 2 42.34 53.15 4.51
3 3

　平均 53.00 8.93 19.44 11.23 2.62 4.78 　平均 46.53 46.64 6.83

成　　　　　　分

　　　　３．数値は平成24年度のごみ質分析４回の平均値

６６６６　　　　ごみのごみのごみのごみの組成組成組成組成（平成24年度）

（注）　１．資料は清掃工場より採取

物　質　的　組　成

　　　　２．「①　物質的組成」のグラフはドライ（乾燥ごみ）ベースで，割合（％）

ごみ質分析の月別結果

項
目月

項
目月

紙・布類
53.00%

木･竹･
ワラ類
8.93%

ｺﾞﾑ･皮革･
ﾋﾞﾆｰﾙ･

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
19.44%

ちゅう
芥類

11.23%

その他
4.78%不燃物

2.62%

水　分
46.53％可燃分

46.64%

灰　分
6.83%

①　物質的組成 ②　成　　　　分

見掛比重　 ：0.14㎏／ℓ
低位発熱量：9,470ｋJ／kg
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７７７７    産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物とととと一般廃棄物一般廃棄物一般廃棄物一般廃棄物    

（1） 廃棄物の定義 

     廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年 12 月 25 日法律 137 号）（以下，「廃棄物処理法」

または「法」という。）は，「占有者が自分で利用したり有償で売却できないために不要となった固形

状又は液状のもの」と定義される「廃棄物」を対象としており，「有価物」を保管・運搬・加工する

場合には適用されないため，法第２条で，廃棄物の該当性の判断については「その物の性状，排出の

状況，通常の取扱いの形態，取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきもの

である」とされている。 

廃棄物は，産業廃棄物と一般廃棄物に分類され，法では，産業廃棄物を定義し，それ以外の廃棄物

を一般廃棄物としている。一般廃棄物は市町村内で処理することを原則とし，最終的に市町村に処理

責任があるのに対し，産業廃棄物は，排出事業者自らが処理することを原則とし，県境を越えた広域

移動も認められている。 

     なお，産業廃棄物には，あらゆる事業活動に伴うものと特定の事業活動に伴うものがあり，燃え殻，

汚泥等，【図１】に示す 20 種類に分類されるが，事業活動に伴って排出される廃棄物であっても一般

廃棄物に該当するものは，一般的に「事業系一般廃棄物」と呼ばれている。例えば，製紙工場から排

出される紙くずや食品製造業から排出される動植物性残さは産業廃棄物になるが，商店や病院等から

排出される紙くずや，飲食店等から排出される残飯類は，事業系一般廃棄物となる。 

     また，産業廃棄物及び一般廃棄物のうち，爆発性，毒性，感染性その他の人の健康又は生活環境に

係る被害を生ずる恐れがある性状を有するもの（廃 PCB，廃石綿等）を，それぞれ「特別管理産業廃

棄物」，「特別管理一般廃棄物」として区分し，処理方法等が別に定められている。 

  

【参考】廃棄物の分類 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[総合判断説] 

① 物の性状 

② 排出の状況 

③ 通常の取扱いの形態 

④ 取引価値の有無 

⑤ 占有者の意思 

廃棄物 

有価物 

産業廃棄物 

特別管理産業廃棄物 

一般廃棄物 事業系一般廃棄物 

家庭系一般廃棄物 

特別管理一般廃棄物 
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産業廃棄物の種類と具体例 

種類 具体例 

１ 燃え殻 石炭がら，焼却炉の残灰，炉清掃排出物，その他の焼却残さ 

２ 汚泥 排水処理後及び各種製造業の生産工程で排出された泥状のもの等 

３ 廃油 鉱物性油，動植物性油，潤滑油，絶縁油，洗浄油，切除油等 

４ 廃酸 写真定着廃液，廃硫酸，廃塩酸等，すべての酸性廃液 

５ 廃アルカリ 写真現像廃液，廃ソーダ液，金属石鹸廃液等すべてのアルカリ性廃液 

６ 廃プラスチック類 合成樹脂くず等，固形状，液状のすべての合成高分子系化合物 

７ ゴムくず 生ゴム，天然ゴムくず 

８ 金属くず 鉄鋼，非鉄金属の破片，研磨くず，切削くず等 

９ ガラスくず，コン

クリートくず及び陶

磁器くず 

ガラス類（板ガラス等），製品の製造過程等で生ずるコンクリートブ

ロックくず，廃石膏ボードくず，セメントくず，モルタルくず等 

10 鉱さい 鋳物廃砂，電気炉等溶解炉くず，ボタ，不良石炭，粉炭かす等 

11 がれき類 工作物の新築，改築又は除去により生じたコンクリート破片，アスフ

ァルト破片その他これらに類する不要物 

12 ばいじん 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設，DXN 対策特別措置法に定め

る特定施設又は産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであ

って集じん施設によって集められたもの 

あ
ら
ゆ
る
事
業
活
動
に
伴
う
も
の 

14-(1) 木くず 貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けの

ために使用したこん包用の木材を含む) 

13 紙くず 建設業に係るもの（工作物の新築，改築又は除去により生じたもの），

パルプ製造業，製紙業，紙加工品製造業，新聞業，出版業，製本業，

印刷加工業から生ずる紙くず 

14-(2) 木くず 建設業に係るもの（範囲は上記同様），木材及び木製品製造業（家具

製品製造業を含む），パルプ製造業，輸入木材卸売業及び物品賃貸業

から生ずる木材片，おがくず，バーク類 

15 繊維くず 建設業に係るもの（範囲は上記同様），衣服その他繊維製品製造業以

外の繊維工業から生ずる木綿くず，羊毛くず等の天然繊維くず 

16 動植物性残さ 食料品，医薬品，香料製造業から生ずるあめかす，のりかす，醸造か

す，発酵かす，魚及び獣のあら等の固形状の不要物 

17 動物系固形不要物 と畜場において処分した獣畜，食鳥処理場において処理した食鳥 

18 動物のふん尿 畜産農業から排出される牛，馬，豚，めん羊，にわとり等のふん尿 

19 動物の死体 畜産農業から排出される牛，馬，豚，めん羊，にわとり等の死体 

特
定
の
事
業
活
動
に
伴
う
も
の 

20 以上の産業廃棄物

を処分するために処

理したもので，上記

の産業廃棄物に該当

しないもの 

コンクリート固型化物等 
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特別管理産業廃棄物の種類 

種類 説明 

廃油 引火点 70℃未満の燃えやすい揮発油類，灯油類，軽油類 

廃酸 PH2.0 以下の酸性廃液 

廃アルカリ PH12.5 以上のアルカリ性廃液 

感染性産業廃棄物 感染のおそれのある産業廃棄物 

廃 PCB 等 廃 PCB，PCB 含有廃油 

PCB 汚染物 
事業活動に伴って生じたもの及び輸入された廃棄物で日常生活

に伴って生じたもの 

PCB 処理物 PCB 汚染物の処理物で，PCB が基準不適合のもの 

廃石綿等 石綿建材除去事業により除去された吹き付け石綿等 

 

 

特定有害産業 

廃棄物 

その他 特定施設で生じた産業廃棄物等 

輸入廃棄物〔ばいじん・燃え殻・汚

泥・これらの処理物〕 
輸入廃棄物を廃棄物焼却施設で焼却して生じたばいじん等 

※法 16 条の３では，「指定有害廃棄物」として硫酸ピッチが指定されており，処理をするためには，特別管理産業廃棄物

としての廃酸，廃油等の許可品目が必要である。 

 

（2） 産業廃棄物実態調査（平成 18 年度実施） 

       高知市における産業廃棄物発生の実態把握及び将来予測により，産業廃棄物行政の適正な推進のた

めの基礎資料とすることを目的として，平成 18 年度に高知県の調査にあわせて，実態調査を実施した

（平成 17年度分の実態調査）。 

     この調査は，平成 14 年度に（公財）エコサイクル高知が産業廃棄物実態調査を実施した際に有効

調査票数として扱った市内の約 430 事業所及び廃棄物処理法第 12 条第７項で規定する届出のあった

多量排出事業者に対して，アンケート方式により実施した。 

     なお，各種推計にあたっては，高知県が行った調査（市内約 900 事業所，市外約 1,350 事業所）デ

ータを統合し，高知県調査との整合を図った。 

     この推計の結果，平成 17 年度における高知市の産業廃棄物発生量は 568,000t であり，高知県全体

の発生量は 1,570,000t であった。なお，高知市における業種別発生量としては，建設業 293,000t，

電気・ガス・水道業 182,000t，製造業 49,000t，卸売・小売業 14,000t，鉱業 9,000t，その他 21,000t

であり，種類別発生量としては，がれき類 236,000t，汚泥 225,000t，木くず 29,000t，金属くず 21,000t，

廃プラスチック類 11,000t，その他 45,000t である。 
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（3） 産業廃棄物処理業許可申請受付実績の推移（平成 12年度～平成 24年度） 

     高知市における産業廃棄物処理業許可申請受付実績の推移をみると，収集運搬業は，明らかに減少

傾向にあり，特に新規申請件数が減少している。産業廃棄物，特別管理産業廃棄物の収集運搬・処分

業とも，更新期間は５年ごととなっているが，平成 22年改正で優良産業廃棄物処理業者については，

更新期間を７年とする特例が設けられた。 

 

産業廃棄物許可申請等受付実績 

 

 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

新規 72 82 81 67 80 77 86 67 52 46 83 29 3 

更新 35 47 52 58 82 66 82 76 84 108 35 68 8 

変更 16 21 22 9 16 18 15 11 8 11 17 11 0 

収
集
運
搬
業 計 123 150 155 134 178 161 183 154 144 165 135 108 11 

新規 8 1 1 2 2 2 1 1 1 1 3 2 0 

更新 2 4 12 3 1 5 6 9 5 5 1 7 10 

変更 3 2 5 7 1 2 1 5 3 5 3 5 1 

産
業
廃
棄
物 

処
分
業 

計 13 7 18 12 4 9 8 15 9 11 7 14 11 

新規 7 7 6 5 5 8 8 5 9 8 9 3 0 

更新 1 5 2 25 7 5 12 6 25 10 3 6 1 

変更 1 1 1 0 4 1 2 2 1 5 2 0 0 

収
集
運
搬
業 計 9 13 9 30 16 14 22 13 35 23 14 9 1 

新規 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

更新 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

変更 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

特
別
管
理
産
業
廃
棄
物 

処
分
業 

計 0 0 0 3 0 0 1 0 2 0 0 1 0 

新規 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

変更 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

認可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

最
終
・
焼
却 計 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

新規 1 0 1 2 0 2 0 0 2 0 0 1 0 

変更 0 0 1 0 2 0 3 0 1 0 0 0 0 

認可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 

施
設
設
置 

そ
の
他 

計 1 0 2 2 2 2 3 0 3 3 0 3 0 

合計 146 170 185 181 200 186 217 182 193 203 135 36 23 

変更届 207 291 368 413 447 651 907 715 701 639 611 142 143 

 

 

 

年  度  

区 分  
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（4） 産業廃棄物処分業許可者による処理施設の設置許可状況                       

（平成 25年３月 31日現在） 

中間処理施設 最終処分場 

焼却施設 

（焼却能力 200 ㎏／h

以上の処分業） 

焼却施設 

（焼却能力 200 ㎏／h 未

満の処分業） 

その他の中間処理施設 安定型最終処分場 

２ ５ 96 ３ 

 

（5） 産業廃棄物収集運搬業（許可業者数）              

                                                              （平成 25 年３月 31 日現在） 

許可業者数 
区  分 

市内 県内 県外 計 

産業廃棄物のみ 62 10 27  99 

産業廃棄物 ＋ 特別管理産業廃棄物  7 －  2   9 

特別管理産業廃棄物のみ － －  3   3 

合計 69 10 32 111 

（注）法改正（平成 23 年４月１日施行）により収集運搬業の許可の合理化が図られ，積替え又は保管を伴わない場合で，

一つの政令市の区域を越えて収集又は運搬を行う場合は，当該政令市の区域を管轄する都道府県知事が許可を行う

こととなった。 

        

（6） 産業廃棄物処分業（許可業者数及び許可件数）                

（平成 25年３月 31日現在） 

許可業者数及び許可件数 
種 類 区 分 

市内 県内 県外 計 

中間処理 23  3  3 29 

中間処理 ＋ 最終処分  3 － －  3 

最終処分 － － － － 
産業廃棄物 

合計 26  3  3 32 

中間処理  1 － －  1 

中間処理 ＋ 最終処分 － － － － 

最終処分 － － － － 

特別管理 

産業廃棄物 

合計  1 － －  1 
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（7） 一般廃棄物処理業等許認可関係一覧                     

     一般廃棄物処理業の許可については，廃棄物処理法第７条第 10 項により市町村による一般廃棄物

の処理が困難であり，一般廃棄物処理計画に適合することなどの要件が定められており，産業廃棄物

処理業の許可とは違い，市町村に処理責任があるため，許可に対しても一定の裁量権を有するものと

して制限している。 

現在，一般廃棄物収集運搬業の許可業者は，春野地区は１社，旧高知市地区は８社であるが，収集

区域は，合併協議により旧市町の許可の範囲となっている。その他，区域等が限定された許可を受け

ている収集運搬業者は４社であり，魚あらなどの再生利用業指定業者は 17社（者）である。 

 

（平成 25年３月 31日現在） 

種類 法令 区分 事業者数 備考 

  9  
収集運搬業 法第７条第１項 

区域限定等  3 区域限定 3 

処分業 法第７条第６項   4  

法第８条第１項   4  
処理施設設置 

法第 15 条２の５ 特例施設  5  

再生輸送業 規則第２条第２号  17 法人 9，個人 8業者 

再生活用業 規則第２条の３第２号   4  

 

（8） 一般廃棄物処理業許可申請件数                       

（平成 25年３月 31日現在） 

種類 区分 件数 備考 

新規許可 －  
収集運搬業 

更新許可 4  

新規許可 －  
一般廃棄物処理業 

処分業 
更新許可 3  

新規許可 －  
一般廃棄物処理施設設置 

更新許可 －  

計 7  

 

（9） 行政処分等の実績                             

     廃棄物処理法に係る行政処分には，法第 14 条の３による産業廃棄物処理業に対する事業の停止処

分，法第 14 条の６による特別管理産業廃棄物処理業に対する事業の停止処分，法第 14 条の３の２に

よる産業廃棄物処理業に対する事業の許可の取消処分，法第 15 条の３による産業廃棄物処理施設に

対する施設設置許可取消処分，法第 19条の 3 による改善命令，法第 19 条の５及び６による措置命令

などがある。 

（平成 25年３月 31日現在） 

行  政  処  分  

指導 

警告 

 

 

報告 

徴収 

法 18条 

 

告発 

 

 

事業停止 

（全部） 

法 14条の３ 

事業停止 

（一部） 

法 14条の３ 

処理業許

可取消 

14 条３の２ 

施設設置

許可取消 

15 条の３ 

改善命令 

 

19 条の３ 

措置命令 

19 条の５ 

19 条の６ 

－ － － － － － － － － 
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（10） 水質調査等の実績                             

平成９年の廃棄物処理法の改正により，設置許可が必要な廃棄物処理施設の許可申請にあたって，

申請者はその施設の設置が周辺地域の生活環境に及ぼす影響について生活環境影響調査を実施する

こととなり，他方，同年６月に一定規模以上の最終処分場等を対象とする「環境影響評価法」が公

布された。 

 本市における生活環境影響調査としては，重金属等水質分析と重金属等土壌溶出分析を実施して

おり，さらに平成 15 年から中間処理物である再生汚泥や改良土の溶出試験６項目，含有量試験６項

目を必要に応じて実施している。また，産業廃棄物処理施設周辺影響調査として，ダイオキシン類・

重金属水質分析を 10 箇所 14 項目の調査を行い，このうちアジロ川の上・下流２箇所については，

20 項目を追加し実施している。 

（平成 25年３月 31日現在） 

調査項目 分析内容 調査地点数 

産業廃棄物処理施設周辺影響調査 ダイオキシン類・重金属水質分析 10 箇所 

生活環境影響調査 重金属河川水水質分析  4 箇所 

 

（11） 建設リサイクル法届出等の件数                      

     「建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）」は，平成 14 年５月 30 日

から施行され，届出書等の受付事務，現場等のパトロール等を実施しており，平成 24年度は 460 件

の現場確認・立入検査により監視・指導を行った。 

（平成 25年３月 31日現在） 

区分 届出書（民間工事） 通知書（公共工事） 計 

建築物の解体 461   8 469 

建築物の新築  31   2  33 

建築物の改築（リフォーム） 2   4   6 

その他土木工事等  68 209 277 

合計 562 223 785 

 

（12） 自動車リサイクル法受付等実績                       

      使用済自動車の再資源化等に関する法律（自動車リサイクル法）は，平成 14年７月に成立した後，

平成 16 年７月から解体業及び破砕業の許可制度が段階的に開始され，平成 17 年１月１日には全面

的に施行された。 

同法は，使用済自動車のリサイクルと適正な処理を図るため，自動車製造業者にリサイクルの責

任を果たすことを義務づけるものであり，関連事業者である引取業者，フロン類回収業者，解体業

者，破砕業者のそれぞれの役割が定められている。なお，平成 20 年度には，同法違反による告発事

犯が１件あった。 

（平成 25年３月 31日現在） 

区分 新規 更新 変更許可 
年度末 

登録事業者数 

実事業者 

件数 

変更・廃業

届件数 

引取業  6 58 －  91 

フロン回収業  0 12 －  24 

解体業  1  1 －  13 

破砕業  1  0 －   7 

計  8 71 － 135 

95 10 
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（13） PCB 廃棄物届出事業所数等                        

 平成 13 年６月 22 日に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する法律（PCB 特別措

置法）」及び「環境事業団法の一部を改正する法律」が公布され，前者は同年７月 15日から，後者は

公布の日から施行された。これにより，PCB 廃棄物を所有する事業者等には，保管状況等の届出のほ

かに，一定期間内に適正に処分することが義務付けられており，高知県内の処理は，平成 22 年７月

から開始している。 

     なお，日本環境安全事業株式会社（JESCO）は，北九州市で平成 16 年５月から処理を開始している。 

 

（平成 25年３月 31日現在） 

届出対象事業所数 立入調査件数 備考 

209 －  

 

（14） 現場パトロール員苦情等件数の推移（平成 13 年度～平成 24 年度） 

      平成 10 年度から産業廃棄物行政に関する事務権限が委譲され，不法投棄防止のための監視体制を

強化する必要性があり，翌平成 11年度に県警より現職警察官１名の高知市への派遣が実現した。あ

わせて警察官 OB１名を廃棄物不法投棄防止パトロール員として採用し,不法投棄の監視及び苦情処

理にあたっている。平成 17 年１月に鏡村・土佐山村との合併により，翌平成 18 年度からはパトロ

ール員２名を増員するとともに，巡回車両を１台増車した。 

また，平成 20 年１月の春野町との合併に伴い，平成 20 年度よりパトロール員をさらに１名増員

し，現職警察官１名・パトロール員４名体制とした。 

 

苦情等の種類 県警派遣職員等 
年度 

不法投棄 野焼き その他 計 現職 OB 計 

13  18  72 25 115 1 1 2 

14  32 123 35 190 1 1 2 

15  35 100 51 186 1 1 2 

16  22  45 22  89 1 1 2 

17  29  31 11  71 1 1 2 

18  50  73 21 144 1 3 4 

19  99  69 27 195 1 3 4 

20 201 173 75 449 1 4 5 

21 219 170 82 471 1 4 5 

22 252 134 51 437 1 4 5 

23 257  93 59 409 1 4 5 

24 436  79 45 560 1 4 5 
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８８８８    エエエエコタウンコタウンコタウンコタウン事業事業事業事業    

(1)  制度創設の趣旨 

経済産業省（旧通商産業省）が，ゼロ・エミッション構想を推進すべく，平成９年に 21 世紀

に向けた新たな環境まちづくり計画「エコタウン事業」を創設。平成 10 年度からリサイクル政

策でのパートナーである環境省（旧厚生省所管）との共同事業となる。 

(2)  事業の目的 

① 個々の地域におけるこれまでの産業蓄積を生かした環境産業の振興及びこれを通じた地

域振興 

② 地域における資源循環型社会の構築を目指した，産業，公共部門，消費者を包含した総合

的な環境調和型システムの構築 

（3） 承認された地域 

平成９年度・・・長野県飯田市，川崎市，北九州市，岐阜県 

10年度・・・福岡県大牟田市，札幌市，千葉県千葉市  

11年度・・・秋田県，宮城県鶯沢町（現栗原市） 

12年度・・・北海道，広島県，高知県高知市，熊本県水俣市 

13年度・・・山口県，香川県直島町 

14年度・・・富山県富山市，青森県 

15年度・・・兵庫県，東京都，岡山県 

16年度・・・岩手県釜石市，愛知県，三重県鈴鹿市 

17年度・・・大阪府，三重県四日市市，愛媛県 

 

（4） 補助事業の内容 

ハード面・・・「資源循環型地域振興施設整備費補助金」により，民間等の建設するリサイク

ルプラントや設備等への２分の１以内または３分の１以内の助成 

ソフト面・・・「資源循環型地域振興事業費補助金」により，エコタウンプラン策定等事業，

展示商談会開催事業，地域情報整備事業への２分の１以内の助成（平成 17 年度

をもって廃止） 

（5） 「エコタウン高知市・事業計画」の概要 

浦戸湾沿岸地域をエコタウン計画区域として設定し，区域内に環境と調和し，計画のシンボ

ルとなる循環産業の拠点として「エコ産業団地」を形成する。 

また，団地内には，発砲スチロールをはじめプラスチック類や廃木材等のリサイクル施設を

集約的かつ計画的に整備するとともに，湾岸地域の地場産業との連携や分別収集等の徹底によ

って市域全体の大幅なリサイクル率向上を図っていく。 

そして，太平洋に面するという地域特性を生かした広域循環を図り，次代に向けて「人」「産

業」「自然」が共生する環境調和型まちづくりを推進する。 

なお，平成 14 年 11 月，エコタウン事業分散化（案）を発表し，エコ産業団地は木質系リサ

イクル事業に限定した。また，神田地区（治国谷）においては，平成 17 年４月から財団法人高

知県魚さい加工公社が魚腸骨処理施設の操業を開始した。 
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（6） エコタウン事業への取組 

平成９年度   四国通産局より「エコタウン事業」への承認申請の打診があり，「エコタウ

ン事業調査票」を同通産局に提出する。 

10年度    エコタウン事業に関する調査を通産省の「環境と調和したまちづくり可能

性調査」の補助事業として実施する。 

11年度      前年度の調査を基に学識経験者，市民，事業者，関係団体等により「高知

市エコタウン事業推進委員会」を設立（７月）し，同委員会で事業推進の検

討を行うとともに，継続して通産省の補助を受け，より具体的な分野別の可

能性調査を実施する。 

分野別事業化研究会の参加企業募集を行い（11月），いくつかの事業化提案

を受け，市及び県で８研究会を組織する。 

12年度      環境部を創設，環境政策課にエコタウン推進室を設置する。 

三里町内会連合会，新築町内会及び近接の24町内会，仁井田の木材工業団

地連盟などに順次説明。９月議会において，民有林材協同組合の所有地をエ

コ産業団地として確保していく旨を表明する。 

「エコタウン高知市・事業計画」が国の承認を受ける(12月)。 

エコタウン事業第１号として発泡スチロールのリサイクル施設㈱エコライ

フ土佐が完成する（12月着工，３月末完成）。 

三里町内会連合会理事会，38町内会長（１月）及び全地区を対象に説明会

を実施（２月）。この中でエコタウンの窓口を閉ざす旨が表明される。 

「高知市エコタウン事業推進委員会」から「高知市資源循環行動計画（原案）」

が提言される（３月）。 

13年度      操業を延期していた㈱エコライフ土佐と高知市の間で「環境保全に関する

協定書」を締結，操業を開始する（11月）。 

12月議会で「エコタウン事業の執行に関する決議」が採択される。 

連合会の役員会で窓口再開が決議される（２月）。 

廃木材チップ化事業の説明会を行う(３月,４月)。 

 14年度   （財）高知県魚さい加工公社理事長と日高村長との間で魚腸骨処理施設の

16年12月末までの日高村からの撤退等を内容とする，確約書が締結される。

（６月） 

第２回廃木材チップ化事業の説明会を行う。（８月） 

エコタウン事業の分散化について「高知市における資源循環型社会構築に

向けての基本的な考え方（案）」として厚生委員会に報告する。（11月） 

              エコタウン事業の分散化について三里地区への周知を図るための説明会の

開催（11月）及びあかるいまちへの折り込みを行う。（12月） 

              エコ産業団地（仁井田木材団地）の用地取得及びエコタウン関係事業者等と

賃貸借契約を締結する。（２月） 

エコタウン事業第２号として廃木材チップ化施設㈱リサイクル高知が完成

する。（１月着工，３月末完成） 

魚腸骨処理施設の移転候補地を神田の福祉牧場おおなろ園内市有地として

厚生委員会に説明する。（２月） 
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              同施設計画について鴨田地区住民への説明会を行う一方，日高村議員運営協

議会で（財）高知県魚さい加工公社の方針を説明する。（３月） 

15年度     魚腸骨処理施設建設計画について引き続き鴨田地区（神田を含む）住民への

説明を行う。（４月，７月，10月の計３回） 

この間，住民を対象とした先進地視察（日高村の現施設，市東部環境センタ

ー，岸和田市）を行う。（５月～７月） 

市都計審で魚腸骨処理施設の都市計画決定がなされる。（11 月） 

おおなろ園の管理法人である(社福)昭和会と県・市・（財）高知県魚さい加工

公社が確認書を締結し，連絡協議会を設置する。また，神田・鴨田両町内会連

合会長あてに，(社福)昭和会に対するものと同様の確約書を提出する。（12 月） 

（財）高知県魚さい加工公社と三菱レイヨン・エンジニアリング㈱・轟組特定

建設工事協同企業体が魚腸骨処理施設の移転新築工事の契約を締結する。（１

月） 

魚腸骨処理施設の工事着工する。（２月） 

16 年度    魚腸骨処理施設に関して「地域の環境保全に関する協定書」を（社福）昭

和会及び神田地区町内会連合会と締結する。（11 月） 

鴨田校区町内会連合会と「地域の環境保全に関する協定書」を締結する。

（１月） 

魚腸骨処理施設の竣工とともに試運転を開始し，日高村から事務所を移転す

る。（２月） 

17年度     魚腸骨処理施設の操業が始まる。（４月） 

施設の排水から基準値以上のアンモニアが流れ，処理水の再利用や放流がで

きなくなる。（７月） 

その後，設備の改善や運転管理の体制を整え，地域住民から放流再開への了

解を得る。（10月） 

      21年度     （株）エコライフ土佐 解散（９月） 
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②②②②    焼却施設焼却施設焼却施設焼却施設    

名 称 高知市清掃工場 

所 在 地 高知市長浜 6459 番地 

着 工 平成 10 年 12 月 19 日 

竣 工 平成 14 年 ３月 29 日 

敷 地 面 積 112,451 ㎡ 

建 物 面 積 建築面積 11,126 ㎡   延べ面積 28,843 ㎡ 

施 工 業 者 三菱・大林・大旺・ミタニ建設工事共同企業体  代表者：三菱重工業 

炉 型 式 全連続燃焼方式 （ストーカ式焼却炉） 

処 理 能 力 

ごみ焼却炉 

灰溶融炉 

ごみ破砕機 

 

600ｔ／24ｈ （200ｔ／24ｈ×３炉） 

80ｔ／24ｈ （40ｔ／24ｈ×２系列） 

40ｔ／５ｈ （可燃性粗大ごみ破砕機） 

灰 溶 融 方 式 プラズマ方式 

最 大 発 電 容 量 9,000 kw 

受 入 供 給 設 備 ピットアンドクレーン方式   ピット容量 10,600 ㎥ 

通 風 設 備 平衡通風式 

灰 出 し 設 備 灰溶融方式 （焼却灰，飛灰）  

ガ ス 冷 却 設 備 廃熱ボイラー 

排ガス処理設備 ろ過式集塵装置，有害ガス除去装置 

建 設 費 

本体工事費 30,180,323 千円 

付帯工事費  2,655,319 千円  国庫補助金 6,217,029 千円 

33,325,486  用 地 費    45,744 千円  起   債 25,754,300 千円 

千円  調 査 費   191,496 千円   一 般 財 源 1,354,157 千円 

事 務 費   252,604 千円 

ば い じ ん 量  0.01g／Ｎ㎥以下 

硫 黄 酸 化 物  1.55Ｎ㎥／ｈ（30ppm）以下 

塩 化 水 素  49mg／Ｎ㎥（30ppm）以下 

窒 素 酸 化 物  55ppm 以下 

ダイオキシン類  0.1ｎg－TEQ／Ｎ㎥以下 

排 ガ ス 基 準 

水     銀  0.05mg／Ｎ㎥以下 








































































































































































































































